
平成１８年(行ウ)第１７号，平成１９年(行ウ)第５９号，平成２０年(行ウ)第３４

号 重加算税賦課決定処分等取消，消費税等の更正処分等取消請求事件

判 決

主 文

１ 原告の請求をいずれも棄却する。

２ 訴訟費用は原告の負担とする。

事実及び理由

第１ 請求

１ 処分行政庁が原告に対し平成１５年１２月１９日付けでした次の各処分を取

り消す。

(1) 平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの事業年度の法人税に係

る重加算税の賦課決定処分（ただし，平成１５年１２月１９日付け変更賦課決定処

分により減額された後のもの）。

(2) 平成１２年４月１日から平成１３年３月３１日までの課税期間における消費

税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分。

(3) 平成１３年４月１日から平成１４年３月３１日までの課税期間における消費

税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分。

(4) 平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの課税期間における消費

税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分。

２ 処分行政庁が原告に対し平成１７年８月３０日付けでした平成１６年４月１

日から平成１７年３月３１日までの課税期間における消費税及び地方消費税の更正

処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

３ 処分行政庁が原告に対し平成１８年９月４日付けでした平成１７年４月１日

から平成１８年３月３１日までの課税期間における消費税及び地方消費税の更正処

分並びに過少申告加算税の賦課決定処分を取り消す。

第２ 事案の概要



本件は，中華人民共和国（以下「中国」という。）を仕向地とする航空貨物の運

送にかかわる業務を行う原告が，①同業務に係る取引が消費税法７条１項所定の輸

出免税取引に該当するとして，処分行政庁（処分当時は名古屋中村税務署長）に対

し同業務に係る課税標準額を０円とする消費税及び地方消費税（以下「消費税等」

という。）の確定申告（還付申告）をしたところ，処分行政庁から，上記業務が輸

出免税取引に当たらないとして消費税等の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処

分を受け，また，②平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの事業年度

（以下「平成１５年３月期」という。）の法人税の確定申告において，経費の繰上

計上や収入の繰延計上をしたところ，処分行政庁から，国税通則法６８条１項所定

の重加算税賦課決定処分を受けたことから，これらの各処分の取消しを求める事案

である。

なお，本判決において引用する消費税法等の関連法令は，別紙１関連法令記載の

とおりである。

１ 前提事実等（争いがないか，証拠上明白である。）

(1) 輸出免税取引について

ア 輸出物品等に対する消費税について

輸出される物品や国外で提供されるサービスに対する消費税の課税主体について

は，源泉地国（輸出国）に課税権があるという「源泉地主義」と，仕向地国（輸入

国）に課税権があるという「仕向地主義」の二つの考え方がある。各国の消費税制

度が統一されて，税負担の水準がほぼ等しくなり，しかも物やサービスの流れが相

互的である場合には，源泉地主義を採用しても特に不都合は生じないが，各国の消

費税制が不統一で，しかも物やサービスの流れが相互的でない場合には，源泉地主

義を採用すると，輸入超過国の国庫の犠牲において輸出超過国の税収が増大するの

みならず，税負担水準の低い国の製品が国際競争上有利な立場に立つことになる。

これに対し，仕向地主義の下においては，輸出品は源泉地国の消費税を免除され，

仕向地国の消費税を課されるから，消費税の負担に関する限り，仕向地国及び他の



国々の製品と同じ条件で競争し得ることとなり，税制の国際的競争中立性が確保さ

れる。また，各国は，自国品・輸入品の別なくその領土内で消費される物品から税

収を確保することができる。現在では，このような仕向地主義による輸出取引の免

税が国際的な慣行になっており，我が国においても，輸入品（外国貨物）に対して

国内で製造・販売されている物品と同様に消費税を課する一方，輸出される物品に

対して消費税を免除しており，消費税法７条の輸出免税取引は，このような仕向地

主義の考え方に基づいて輸出免税取引を定めたものである。

イ 輸出免税の仕組み

輸出免税は，輸出に係る物品・サービスを消費税課税の対象から除外するのみで

なく，その仕入れに含まれていた消費税額を控除・還付して，それに対する税負担

をゼロとするものである。そのため，輸出段階で０％の税率を適用し，前段階にお

ける税を還付して，消費税を含まない裸の価格によって関税線を通過させ，輸入国

は，輸入の段階で消費税を課することとしているものである。この場合，輸出業者

は，輸出売上高に０％の税率を乗じて０円の消費税を計上し，さらに，仕入れに係

る税額を控除し，その結果生じた控除不足額の還付を受け，消費税関係をすべて精

算し，消費税の課税関係を輸入国に持ち越さないように配慮している。

ウ 消費税法７条所定の輸出免税取引の概要

消費税法７条所定の輸出免税取引のうち，本件に関連するものは次のとおりであ

り，いずれの場合であっても輸出免税取引の適用を受けるためには，輸出許可書，

税関長の証明，輸出の事実を記載した帳簿，書類等により，その取引が輸出取引等

に該当することを証明する必要がある（消費税法７条２項，消費税法施行規則５

条）。

(ｱ) 国内及び国内以外の地域にわたって行われる貨物の輸送（同法７条１項３

号。以下「国際輸送取引」という。）。

(ｲ) 外国貨物（輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸

入が許可される前のもの）の荷役，運送，保管，検数，鑑定その他これらに類する



外国貨物に係る役務の提供（同項５号，同法施行令１７条２項４号。以下「輸出類

似取引」という。）。

(2) 航空貨物の取引の概要

ア 航空貨物に関する運送事業者について

航空法上，航空運送事業とは，他人の需要に応じ，航空機を使用して有償で旅客

又は貨物を運送する事業をいい（平成１７年法律第８０号による改正前の航空法２

条１６項。平成２０年法律第７５号による改正前の航空法では２条１７項），航空

運送事業を経営しようとする者は，国土交通大臣の許可を受けなければならないも

のとされている（同法１００条１項）。

また，航空法所定の航空運送事業を経営する者は，貨物利用運送事業法上，航空

運送事業者とされ（同法２条３項），航空運送事業者の行う貨物の運送を「実運

送」といい，運送事業者の実運送に係る運送を利用してする貨物の運送を「利用運

送」という（同条１項）。そして，平成１４年法律第７７号による改正後の貨物利

用運送事業法上，貨物利用運送事業は，第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用

運送事業に分類され，①第一種貨物利用運送事業とは，他人の需要に応じ，有償で，

利用運送を行う事業であって，第二種貨物利用運送事業以外のものをいい，②第二

種貨物利用運送事業とは，他人の需要に応じ，有償で，運送事業者の行う運送に係

る利用運送と当該利用運送に先行し及び後続する当該利用運送に係る貨物の集貨及

び配達のためにする自動車による運送とを一貫して行う事業をいうところ（同法２

条６～８項），第一種貨物利用運送事業を経営しようとする者は，国土交通大臣の

行う登録を受けなければならず，第二種貨物利用運送事業を経営しようとする者は，

同大臣の許可を受けなければならないものとされ（同法３条１項，２０条），これ

らの規定に違反して貨物利用運送事業を経営した者は懲役若しくは罰金に処し，又

はこれを併科するものとされている（同法６０条１号，６２条１号）。なお，平成

１４年法律第７７号による改正前の貨物利用運送事業法においては，利用運送事業

が第一種利用運送事業と第二種利用運送事業に分類され，利用運送事業を経営しよ



うとする者は国土交通大臣の許可を受けなければならないものとされ（同法２条７

～９項，３条１項），これらの規定に違反して第一種利用運送事業を経営した者は

罰金に処し，第二種利用運送事業を経営した者は懲役若しくは罰金に処し，又はこ

れを併科するものとされていた（同法６０条１号，６１条１号。なお，上記改正前

の第一種利用運送事業は上記改正後の第一種貨物利用運送事業に，第二種利用運送

事業は第二種貨物利用運送事業に，それぞれ相当するものである。以下，これらの

事業につき平成１４年法律第７７号による改正の前後を通じ「第一種貨物利用運送

事業」，「第二種貨物利用運送事業」という。）。

航空貨物に関する利用運送事業者は，一般に「混載業者」と呼称されており

（「混載貨物専門業者」，「利用航空運送事業者」，「フォワーダー」とも呼ばれ

る。），混載業者は，そのほとんどが空港から空港までの区間しか利用運送を行わ

ない第一種貨物利用運送事業者ではなく，荷送人から荷受人までの区間において利

用運送を行う第二種貨物利用運送事業者となっている。

イ 航空貨物の受託から空輸に至る経過について

航空貨物の受託から空輸に至るまでの流れは，混載業者が，複数の荷送人から集

貨した貨物を一つにまとめて混載貨物（大口貨物）とし，これを自ら荷送人となっ

て，航空会社に空輸を委託するというものである。混載業者は，荷送人との間で運

送契約を締結し，その証書として，荷送人に対し，航空運送状（「ハウスエアウエ

ービル」又は「ＨＡＷＢ」ともいう。）を発行し，また，航空会社との間で混載貨

物に係る運送契約を締結する際に，航空会社が発行する航空運送状（「エアウエー

ビル」又は「ＡＷＢ」ともいう。なお，「ハウスエアウエービル」又は「ＨＡＷ

Ｂ」に対し，特に「マスターエアウエービル」又は「ＭＡＷＢ」ともいう。）を受

領することになる。この航空運送状は，①運送契約締結の証拠書類，②運送物品の

受領証，③運賃，料金の請求書・精算書，④保険の証明書，⑤航空会社に対する貨

物の取扱い，引渡しの指図書等としての機能を有するものである。

混載業者は，航空貨物の運賃が重量逓減制であることを利用して，各荷送人から



収受した運賃と航空会社へ支払う運賃との差額を利益としている。

ウ 航空会社が起用する代理店について

航空会社は，特定の地域における旅客や貨物の営業販売等を他の航空会社や代理

業者に委託することがあり，そのような委託を受ける航空会社や代理業者は，近時，

次の２種類に区分されるようになっている。

(ｱ) ＧＳＡ（Ｇｅｎｅｒａｌ Ｓａｌｅｓ Ａｇｅｎｔ）

ＧＳＡは，「総販売代理店」，「貨物総代理店」，「貨物総販売代理店」などと

も呼ばれている代理業者であり，航空会社から，特定地域に限定して旅客や貨物の

営業販売などを包括的に委託されるものである。ＧＳＡ業務に特化した企業もあれ

ば，航空会社が他の航空会社のＧＳＡになることもある。ＧＳＡは，航空会社の営

業所と同様に，指定地域での販売資料の配布，宣伝広報活動，予約取扱業務など航

空貨物の販売を行うとともに，当該地域内の販売店の売上金の収受といった代理店

の統括業務を行うほか，コンサルティング，関係省庁・団体との調整，貨物の積付

け指示などの空港業務も行うことがある。ＧＳＡは，委託契約上の特定地域におい

ては独占的な契約であるため，同一地域においてＧＳＡが複数起用されることはあ

り得ない。

(ｲ) ＣＳＡ（Ｃａｒｇｏ Ｓａｌｅｓ Ａｇｅｎｔ）

ＣＳＡは，「指定販売代理店」とも呼ばれている代理業者であり，航空会社やＧ

ＳＡからの営業販売の下請業者を指している。そのため，委託地域において独占的

な位置づけのＧＳＡとは異なり，委託する航空会社側は一地域において複数のＣＳ

Ａを起用することも可能である。ＣＳＡは，主として中国系を中心とする旧共産圏

の航空会社によって多数起用されており，自社の営業スタッフが少ない部分をＣＳ

Ａで補っている。

(3) 当事者等

ア 原告

(ｱ) 原告は，旅行業法に基づく旅行業，損害保険代理店業，航空貨物代理店業



等を目的とする株式会社（設立昭和５３年２月。資本金１０００万円）であり，平

成７年５月以降名古屋市ａ区ｂｃ丁目ｄ番ｅ号に本店を置いていたが，第１次訴訟

（平成１８年(行ウ)第１７号）及び第２次訴訟（平成１９年(行ウ)第５９号）係属

中の平成１９年１１月に原告代表者Ａ（昭和２２年▲月生。平成１５年▲月▲日就

任）の住所地である名古屋市ｆ区ｇ町ｈ丁目ｉ番地のｊに本店を移転した。

原告は，航空法上の航空運送事業の経営に係る許可，貨物利用運送事業法上の第

一種貨物利用運送事業の経営に係る登録，第二種貨物利用運送事業の経営に係る許

可をいずれも受けていない。

(ｲ) 原告の業務は，そのほとんどが中国を仕向地とする航空貨物の運送にかか

わる役務の提供であり，取引先は，①Ｂ（なお，Ｂは平成１４年にＣに併合され

た。）の名古屋支店，東京支店，新潟支店，広島支店及び福岡支店，②Ｄの大阪支

店，③Ｅ（なお，Ｅは平成１５年にＦに併合された。）の名古屋支店，④Ｇ（なお，

Ｇは平成１５年ころＤに併合された。）の東京支店，⑤Ｃの東京支店，⑥Ｆの東京

支店である（以下，これらの航空会社の国内支店を併せて「本件各航空会社国内支

店」という。）。

(ｳ) 原告と混載業者及び本件各航空会社国内支店との取引方式の概要は，次の

とおりである（なお，原告は，「合意運賃」とは，本件各航空会社国内支店から航

空機内の積載スペースを仕入れる際に設定される運賃をいい，「市場運賃」とは，

混載業者への販売代金をいうとしている。）。

ａ 「ａ方式」

混載業者から本件各航空会社国内支店に対し，国際条約で定められた世界共通の

公定運賃が支払われ，本件各航空会社国内支店から原告に合意運賃との差額が返戻

され（被告は，同金員は運賃の返戻ではなく販売手数料であると主張している。），

原告から混載業者に市場運賃との差額が返戻されるという取引形態であり，その概

念図は，別紙２の図１記載のとおりである。このような取引形態は，Ｄの大阪支店

との間で平成１４年３月まで採用されていた。



ｂ 「ｂ方式」と「ｂ方式の亜種」

混載業者が原告に販売運賃（市場運賃）を支払い，原告が本件各航空会社国内支

店に仕入運賃（合意運賃）を支払って決済するという取引形態であり，その概念図

は，別紙２の図２－１記載のとおりである。

このような取引形態は，①Ｂの新潟支店，広島支店及び福岡支店，②Ｅの名古屋

支店，③Ｇの東京支店，④Ｃの東京支店，⑤平成１４年４月以降のＤの大阪支店と

の間で採用されていた。

また，「ｂ方式の亜種」とは，スペースの仕入先が航空会社の国内支店ではなく，

貨物販売代理店の場合の取引形態であり，その概念図は，別紙２の図２－２記載の

とおりである。

ｃ 「ｃ方式」

「ｂ方式」において原告が本件各航空会社国内支店に支払う仕入運賃（合意運

賃）に返戻金制度が存在する場合であり，いったんは原告から本件各航空会社国内

支店に仕入運賃（合意運賃）が支払われるが，それを補正するためその後返戻され

るものであり（被告は，同金員は運賃の返戻ではなく販売手数料であると主張して

いる。），その概念図は，別紙２の図３記載のとおりである。

このような取引形態は，原告の行った取引の９０％以上の割合を占めているＢの

名古屋支店，東京支店及び新潟支店との間で採用されていた。

ｄ 「ｄ方式」

混載業者への販売価格（市場運賃）は，原告と混載業者との交渉で決められてい

たが，例外的に，Ｆの東京支店との取引については，Ｆの東京支店が販売価格（市

場運賃）を決定し，混載業者から直接当該運賃を収受した上，原告の取扱高に応じ

て定められた割合によって，手数料が支払われていた。その概念図は，別紙２の図

４記載のとおりである。

イ 被告及び処分行政庁

(ｱ) 名古屋中村税務署長事務承継者千種税務署長（処分行政庁）は，原告の所



在地の異動に伴い，本件における更正処分及び賦課決定処分時の納税地（名古屋市

ａ区）を所轄する税務署長であった名古屋中村税務署長から，その事務を承継した

ものである。

(ｲ) 被告は，処分行政庁の属する行政主体である。

(4) 第１次訴訟（平成１８年(行ウ)第１７号）

ア 原告の法人税に対する処分

原告は，青色の確定申告書を用いて平成１５年３月期の法人税の確定申告をした

ところ，処分行政庁の調査を受けて，本来平成１５年４月分の経費として計上すべ

きＣに対するキックバック支払額２２３４万２５６４円（平成１５年４月１日から

同月１５日までの分の１０６８万０２１０円と同月１６日から同月３０日までの分

の１１６６万２３５４円）を平成１５年３月期に繰上計上しているとの指摘を受け

（以下，この税務調査を「本件調査」という。），同年１２月１８日に修正申告を

した。

処分行政庁は，上記修正申告に基づき，それまでにされた原告の法人税確定申告

書に係る申告納税額との差額に対して，国税通則法６８条１項を適用して，同月１

９日付けで重加算税賦課決定をし，さらに，同日，処分行政庁が行った消費税等に

係る更正処分に伴い，平成１５年３月期の法人税の減額更正をしたことから，上記

の重加算税額を減額する内容の変更賦課決定をした（以下，変更後の重加算税賦課

決定を「本件重加算税賦課決定」という。）。

原告は，これを不服として平成１６年２月１８日，処分行政庁に対し異議申立て

をしたが，処分行政庁は，同年５月１８日，これを棄却するとの決定をした。

原告は，上記決定を不服として，同年６月１７日，国税不服審判所長に対し審査

請求をしたが，同所長は，平成１７年９月２８日，上記審査請求を棄却するとの裁

決をした。

以上の経緯は，別表１記載のとおりである。

イ 原告の消費税等に対する処分



原告は，本件各航空会社国内支店との間で行っている取引が消費税法７条所定の

輸出免税取引に該当することを前提に，平成１２年４月１日から平成１３年３月３

１日までの課税期間（以下「平成１３年課税期間」という。），平成１３年４月１

日から平成１４年３月３１日までの課税期間（以下「平成１４年課税期間」とい

う。）及び平成１４年４月１日から平成１５年３月３１日までの課税期間（以下

「平成１５年課税期間」という。）における課税標準額をいずれも０円とする消費

税等の確定申告をしたところ，平成１５年１２月１９日，処分行政庁によって，上

記各課税期間における消費税等について更正処分（以下，平成１３年課税期間のも

のを「平成１３年更正処分」，平成１４年課税期間のものを「平成１４年更正処

分」，平成１５年課税期間のものを「平成１５年更正処分」という。）及び過少申

告加算税の賦課決定（以下，平成１３年課税期間のものを「平成１３年賦課決定」，

平成１４年課税期間のものを「平成１４年賦課決定」，平成１５年課税期間のもの

を「平成１５年賦課決定」という。）を受けた。

原告は，これらの処分を不服として平成１６年２月１８日，処分行政庁に対し異

議申立てをしたが，処分行政庁は，同年５月１８日，これらをいずれも棄却すると

の決定をした。

原告は，上記決定を不服として，同年６月１７日，国税不服審判所長に対し審査

請求をしたが，同所長は，平成１７年９月２８日，上記審査請求をいずれも棄却す

るとの裁決をした。

以上の経緯は，別表２記載のとおりである。

ウ 原告による第１次訴訟（平成１８年(行ウ)第１７号）の提起

原告は，平成１８年３月２４日，本件重加算税賦課決定，平成１３年更正処分，

平成１４年更正処分，平成１５年更正処分，平成１３年賦課決定，平成１４年賦課

決定及び平成１５年賦課決定の取消しを求める訴えを，当庁に提起した。

(5) 第２次訴訟（平成１９年(行ウ)第５９号）

ア 原告の消費税等に対する処分



原告は，本件各航空会社国内支店との間で行っている取引が消費税法７条所定の

輸出免税取引に該当することを前提に，平成１６年４月１日から平成１７年３月３

１日までの課税期間（以下「平成１７年課税期間」という。）における課税標準額

について，本件各航空会社国内支店に対する売上げ等を計上せず，消費税等の確定

申告をしたところ，平成１７年８月３０日，処分行政庁によって，平成１７年課税

期間における消費税等について更正処分（以下「平成１７年更正処分」という。）

及び過少申告加算税の賦課決定（以下「平成１７年賦課決定」という。）を受けた。

原告は，これらの処分を不服として同年１０月２１日，処分行政庁に対し異議申

立てをしたが，処分行政庁は，平成１８年１月１３日，これを棄却するとの決定を

した。

原告は，上記決定を不服として，同年２月９日，国税不服審判所長に対し審査請

求をしたが，同所長は平成１９年１月２５日，上記審査請求を棄却するとの裁決を

した。

以上の経緯は，別表３の１記載のとおりである。

イ 原告による第２次訴訟（平成１９年(行ウ)第５９号）の提起

原告は，平成１９年７月２４日，平成１７年更正処分及び平成１７年賦課決定の

取消しを求める訴えを，当庁に提起した。

(6) 第３次訴訟（平成２０年(行ウ)第３４号）

ア 原告の消費税等に対する処分

原告は，本件各航空会社国内支店との間で行っている取引が消費税法７条所定の

輸出免税取引に該当することを前提に，平成１７年４月１日から平成１８年３月３

１日までの課税期間（以下「平成１８年課税期間」といい，平成１３～１５年課税

期間，平成１７年課税期間と併せて「本件各課税期間」という。）における課税標

準額について，本件各航空会社国内支店に対する売上げ等を計上せず，消費税等の

確定申告をしたところ，平成１８年９月４日，処分行政庁によって，平成１８年課

税期間における消費税等について更正処分（以下「平成１８年更正処分」といい，



平成１３～１５年更正処分，平成１７年更正処分と併せて「本件各更正処分」とい

う。）及び過少申告加算税の賦課決定（以下「平成１８年賦課決定」といい，平成

１３～１５年賦課決定，平成１７年賦課決定と併せて「本件各賦課決定」とい

う。）を受けた。

原告は，これらの処分を不服として平成１８年９月８日，処分行政庁に対し異議

申立てをしたが，処分行政庁は，同年１２月５日，これを棄却するとの決定をした。

原告は，上記決定を不服として，同年１２月２５日，国税不服審判所長に対し審

査請求をしたが，同所長は平成１９年１２月２０日，上記審査請求を棄却するとの

裁決をした。

以上の経緯は，別表３の２記載のとおりである。

イ 原告による第３次訴訟（平成２０年(行ウ)第３４号）の提起

原告は，平成２０年５月１４日，平成１８年更正処分及び平成１８年賦課決定の

取消しを求める訴えを，当庁に提起した。

２ 被告主張の消費税等の額（別表４参照。以下の括弧内の数字記号は別表４に

対応する。）

(1) 平成１３年課税期間における原告の消費税等の額は，次のとおりである。

ア 消費税

(ｱ) 課税標準額 １億９４７９万９０００円(⑬)

上記金額は，次のａの金額にｂの金額を加算した額に１０５分の１００を乗じた

額（国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。

ａ 販売手数料（又は代理手数料） １億９１２８万５８５０円(①,②)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１４）に記載された「支払貨物取扱割戻料」

の金額であり，「ｃ方式」の決済方式を採用するＢとの規定に基づき原告が代理手

数料として受領した額（原告が「ｃ方式」の「運賃返戻」とした部分）である。

なお，平成１３年課税期間分において，「ｄ方式」の決済方式を採用するＦとの



取引はない。

ｂ 委託販売手数料 １３２５万３１１５円(⑤)

上記金額は，次の(a)の金額から，(c)の金額を控除した後の(b)の金額及び(e)の

金額を控除した後の(d)の金額を控除した額であり，「ａ方式」，「ｂ方式」及び

「ｃ方式」の決済方式を採用する航空会社に対する役務の提供の対価として原告が

得た利益の額である。

なお，平成１３年課税期間分において，「ｂ方式の亜種」の決済方式を採用する

貨物販売代理店との取引はない。

(a) 航空貨物取扱収入 ７億５８９０万６６０９円(⑥)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１４）に記載された「航空貨物取扱収入」の

金額であり，「ｂ方式」及び「ｃ方式」における混載業者並びに「ａ方式」の決済

方式を採用するＤから原告が受領した額の合計である。

(b) キックバック支払額 ７億３３８５万００７９円(⑦)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１４）に記載された「キックバック支払額」

の金額であり，原告が「ｂ方式」及び「ｃ方式」の決済方式を採用する各航空会社，

「ａ方式」における混載業者並びに下記(c)のＨ株式会社へ支払った金額の合計額

である。

(c) 委託報酬 １１９１万８３９０円(⑧)

上記金額は，原告の業務の一部をＨ社に委託したもので，上記(b)キックバック

支払額に含まれている金額である。

(d) 支払運賃 ２３８０万１８０５円(⑨)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１４）に記載された「支払運賃」の金額であ

り，航空貨物の輸送に当たり，輸送業者に輸送を取り次いだ際に支払われた額であ

る。

(e) 国内運賃 ８万円(⑩)

上記金額は，上記(d)の支払運賃に含まれて計上されているもので，消費税等の



当初申告において，仕入税額控除の対象となっている。

(ｲ) 課税標準に対する消費税額 ７７９万１９６０円(⑭)

上記金額は，消費税法２９条の規定に基づき，上記(ｱ)の課税標準額に１００分

の４を乗じた額である。

(ｳ) 控除対象仕入税額 １６３万５５１３円(⑮,⑳)

上記金額は，原告の確定申告書に記載された１１８万１４７９円(⑯)に上記(ｱ)

ｂ(c)委託報酬１１９１万８３９０円に係る消費税額４５万４０３４円(⑰)(委託報

酬の額に１０５分の４を乗じた額)を加算したものである。

(ｴ) 納付すべき税額 ６１５万６４００円(<21

>)

上記金額は，上記(ｲ)の金額７７９万１９６０円から上記(ｳ)の金額１６３万５５

１３円を控除した額（ただし，国税通則法１１９条１項の規定により，１００円未

満の端数を切り捨てた後のもの）である。

イ 地方消費税

(ｱ) 地方消費税の課税標準額となる消費税額 ６１６万１７００円(<22

>)

上記金額は，上記ア(ｲ)の金額から上記ア(ｳ)の金額を控除した額に，上記ア(ｳ)

の金額に含まれる平成６年法律第１０９号による改正前の消費税法の税率を適用す

るリース取引に係る消費税額５３２８円を加算した額（ただし，国税通則法１１９

条１項の規定により，１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

(ｲ) 納付譲渡割額 １５４万０４００円(<23

>)

上記金額は，上記(ｱ)の地方消費税の課税標準額となる消費税額６１６万１７０

０円に地方税法７２条の８３に規定する税率１００分の２５を乗じて算出した額

（ただし，地方税法２０条の４の２第３項の規定により，１００円未満の端数を切

り捨てた後のもの）である。



(2) 平成１４年課税期間における原告の消費税等の額は，次のとおりである。

ア 消費税

(ｱ) 課税標準額 １億７７５２万５０００円(⑬)

上記金額は，次のａの金額にｂの金額を加算した額に１０５分の１００を乗じた

額（国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。

ａ 販売手数料（又は代理手数料） １億４３８２万３０３７円(①,②)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１５）に記載された「支払貨物取扱割戻料」

の金額であり，「ｃ方式」の決済方式を採用するＢとの規定に基づき原告が代理手

数料として受領した額（原告が「ｃ方式」の「運賃返戻」とした部分）である。

なお，平成１４年課税期間分において，「ｄ方式」の決済方式を採用するＦとの

取引はない。

ｂ 委託販売手数料 ４２５７万８４７０円(⑤)

上記金額は，次の(a)の金額から，(c)の金額を控除した後の(b)の金額及び(d)の

金額を控除した額であり，「ａ方式」，「ｂ方式」及び「ｃ方式」の決済方式を採

用する航空会社並びに「ｂ方式の亜種」の決済方式を採用する貨物販売代理店に対

する役務の提供の対価として原告が得た利益の額である。

(a) 航空貨物取扱収入 ６億７０６９万７９３３円(⑥)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１５）に記載された「航空貨物取扱収入」の

金額であり，「ｂ方式」，「ｂ方式の亜種」及び「ｃ方式」における混載業者並び

に「ａ方式」の決済方式を採用するＤから原告が受領した額の合計である。

(b) キックバック支払額 ６億２１０１万５８６３円(⑦)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１５）に記載された「キックバック支払額」

の金額であり，原告が「ｂ方式」及び「ｃ方式」の決済方式を採用する各航空会社，

「ａ方式」における混載業者，「ｂ方式の亜種」における貨物販売代理店並びに下

記(c)のＨ社へ支払った金額の合計額である。



(c) 委託報酬 １０９９万７０９０円(⑧)

上記金額は，原告の業務の一部をＨ社に委託したもので，上記(b)キックバック

支払額に含まれている金額である。

(d) 支払運賃 １８１０万０６９０円(⑨)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１５）に記載された「支払運賃」の金額であ

り，航空貨物の輸送に当たり，輸送業者に輸送を取り次いだ際に支払われた額であ

る。

(ｲ) 課税標準に対する消費税額 ７１０万１０００円(⑭)

上記金額は，消費税法２９条の規定に基づき，上記(ｱ)の課税標準額に１００分

の４を乗じた額である。

(ｳ) 控除対象仕入税額 １３７万３３４３円(⑮,⑳)

上記金額は原告の確定申告書に記載された９５万４４０６円(⑯)に上記(ｱ)ｂ(c)

委託報酬１０９９万７０９０円に係る消費税額４１万８９３７円(⑰)(委託報酬の

額に１０５分の４を乗じた額)を加算した額である。

(ｴ) 納付すべき税額 ５７２万７６００円(<21

>)

上記金額は，上記(ｲ)の金額７１０万１０００円から上記(ｳ)の金額１３７万３３

４３円を控除した額（ただし，国税通則法１１９条１項の規定により，１００円未

満の端数を切り捨てた後のもの）である。

イ 地方消費税

(ｱ) 地方消費税の課税標準額となる消費税額 ５７３万２９００円(<22

>)

上記金額は，上記ア(ｲ)の金額から上記ア(ｳ)の金額を控除した額に，上記ア(ｳ)

の金額に含まれる平成６年法律第１０９号による改正前の消費税法の税率を適用す

るリース取引に係る消費税額５３２８円を加算した額（ただし，国税通則法１１９

条１項の規定により，１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。



(ｲ) 納付譲渡割額 １４３万３２００円(<23

>)

上記金額は，上記(ｱ)の地方消費税の課税標準額となる消費税額５７３万２９０

０円に地方税法７２条の８３に規定する税率１００分の２５を乗じて算出した額

（ただし，地方税法２０条の４の２第３項の規定により，１００円未満の端数を切

り捨てた後のもの）である。

(3) 平成１５年課税期間における原告の消費税等の額は，次のとおりである。

ア 消費税

(ｱ) 課税標準額 ２億１５２４万円(⑬)

上記金額は，次のａの金額にｂの金額を加算した額に１０５分の１００を乗じた

額（国税通則法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後の

もの）である。

ａ 販売手数料（又は代理手数料） １億８５１７万４７９０円(①)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１６）に記載された「支払貨物取扱割戻料」

の金額１億７３９６万２３１０円(②)と，本件調査において明らかとなったＢ東京

支店２月分及び３月分販売手数料１９３万３９００円(③)並びにＢ名古屋支店２月

分販売手数料９２７万８５８０円(④)を合計した額であり，「ｃ方式」の決済方式

を採用するＢ及び「ｄ方式」の決済方式を採用するＦとの規定に基づき原告が受領

した額（原告が「ｃ方式」の「運賃返戻」とした部分及び「ｄ方式」の「手数料」

とした部分）の合計額である。

ｂ 委託販売手数料 ４０８２万７３３６円(⑤)

上記金額は，次の(a)の金額から，(c)及び(e)の金額を控除した後の(b)の金額並

びに(d)の金額を控除した額であり，「ｂ方式」及び「ｃ方式」の決済方式を採用

する航空会社並びに「ｂ方式の亜種」における貨物販売代理店に対する役務の提供

の対価として原告が得た利益の額である。

(a) 航空貨物取扱収入 ８億１２７０万７７７２円(⑥)



上記金額は，原告の損益計算書（乙１６）に記載された「航空貨物取扱収入」の

金額であり，「ｂ方式」，「ｂ方式の亜種」及び「ｃ方式」における混載業者から

原告が受領した額である。

なお，平成１５年課税期間分において，「ａ方式」の決済方式を採用する航空会

社との取引はない。

(b) キックバック支払額 ７億８７０３万４６４０円(⑦)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１６）に記載された「キックバック支払額」

の金額であり，原告が「ｂ方式」及び「ｃ方式」の決済方式を採用する各航空会社，

「ｂ方式の亜種」における貨物販売代理店及び下記(c)のＨ社へ支払った金額の合

計額である。

(c) 委託報酬 １０３６万３２３５円(⑧)

上記金額は，原告の業務の一部をＨ社に委託したもので，上記(b)キックバック

支払額に含まれている金額である。

(d) 支払運賃 １７５５万１５９５円(⑨)

上記金額は，原告の損益計算書（乙１６）に記載された「支払運賃」の金額であ

り，航空貨物の輸送に当たり，輸送業者に輸送を取り次いだ際に支払われた額であ

る。

(e) 本件調査において明らかとなった繰上計上額

２２３４万２５６４円(⑪)

上記金額は，翌課税期間である平成１５年４月１日から平成１６年３月３１日ま

での課税期間に計上すべき，Ｃ向けキックバック支払額で，原告が上記(b)の「キ

ックバック支払額」勘定に繰り上げて計上した額である。

なお，当該繰上計上額は，本件調査において明らかとなったものである。

(ｲ) 課税標準に対する消費税額 ８６０万９６００円(⑭)

上記金額は，消費税法２９条の規定に基づき，上記(ｱ)の課税標準額に１００分

の４を乗じた額である。



(ｳ) 控除対象仕入税額 １６１万０５２３円(⑮,⑳)

上記金額は原告の確定申告書に記載された１２１万５７３３円(⑯)に上記(ｱ)ｂ

(c)委託報酬１０３６万３２３５円に係る消費税額３９万４７９０円(⑰)（委託報

酬の額に１０５分の４を乗じた額）を加算した額である。

(ｴ) 納付すべき税額 ６９９万９０００円(<21

>)

上記金額は，上記(ｲ)の金額から上記(ｳ)の金額を控除した額（ただし，国税通則

法１１９条１項の規定により，１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

イ 地方消費税

(ｱ) 地方消費税の課税標準額となる消費税額 ７００万４４００円(<22

>)

上記金額は，上記ア(ｲ)の金額から上記ア(ｳ)の金額を控除した額に，上記ア(ｳ)

の金額に含まれる平成６年法律第１０９号による改正前の消費税法の税率を適用す

るリース取引に係る消費税額５３２８円を加算した額（ただし，国税通則法１１９

条１項の規定により，１００円未満の端数端数を切り捨てた後のもの）である。

(ｲ) 納付譲渡割額 １７５万１１００円(<23

>)

上記金額は，上記(ｱ)の地方消費税の課税標準額となる消費税額７００万４４０

０円に地方税法７２条の８３に規定する税率１００分の２５を乗じて算出した額

（ただし，地方税法２０条の４の２第３項の規定により，１００円未満の端数を切

り捨てた後のもの）である。

(4) 平成１７年課税期間における原告の消費税等の額は，次のとおりである。

ア 消費税

(ｱ) 課税標準額 ５０７６万８０００円(⑬)

上記金額は，次のａ～ｃの合計金額に１０５分の１００を乗じた金額（国税通則

法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。



ａ 販売手数料（又は代理手数料） ７０６万６４８６円(①,②)

上記金額は，原告が平成１７年３月課税期間において「ｄ方式」の決済方式を採

用するＦに対する売上げとして計上した金額の合計額であり，原告が同社から受領

した金額である。

ｂ 委託販売手数料 ４６０４万０２９８円(⑤)

上記金額は，次の(a)の金額から(b)及び(c)の金額であり，「ｂ方式」及び「ｂ

方式の亜種」の決済方式を採用する航空会社等に対する役務の提供の対価として原

告が得た利益の額である。

(a) 混載業者に対する売上げ ２億８６０８万２５４３円(⑥)

上記金額は，原告の損益計算書（乙Ａ４）に記載された「航空貨物取扱収入」の

金額２億９２１１万８２０４円から上記ａの販売手数料７０６万６４８６円を控除

し，航空貨物取扱収入の計上漏れの金額１０３万０８２５円を加算した金額であり，

原告が「ｂ方式」及び「ｂ方式の亜種」の決済方式を採用する航空会社等の代理と

して混載業者から受領した金額である。

(b) キックバック支払額 ２億３９２０万８４１８円(⑦)

上記金額は，原告の損益計算書（乙Ａ４）に記載された金額であり，原告が，

「ｂ方式」及び「ｂ方式の亜種」の決済方式を採用する航空会社へ支払った金額並

びに原告が同業者に業務を委託した場合に支払った金額の合計額である。

(c) 支払運賃 ８３万３８２７円(⑨)

上記金額は，原告の損益計算書（乙Ａ４）に記載された金額であり，航空貨物の

輸送に当たり，輸送業者に輸送を取り次いだ際に支払われた金額である。

ｃ 固定資産の売却額 ２０万円(⑫)

上記金額は，原告が固定資産として所有していた車輛を売却した金額である。

(ｲ) 課税標準に対する消費税額 ２０３万０７２０円(⑭)

上記金額は，消費税法２９条に基づき，上記ａの課税標準額に１００分の４を乗

じた金額である。



(ｳ) 控除対象仕入税額 ５７万８０２３円(⑮,⑳)

上記金額は，原告の確定申告書に記載された金額である。

(ｴ) 納付すべき税額 １４５万２６００円(<21

>)

上記金額は，上記(ｲ)の金額から上記(ｳ)の金額を控除した金額（ただし，国税通

則法１１９条１項により１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

イ 地方消費税

(ｱ) 地方消費税の課税標準となる消費税額 １４５万２６００円(<22

>)

上記金額は，上記ア(ｴ)の金額である。

(ｲ) 納付譲渡割額 ３６万３１００円(<23

>)

上記金額は，上記(ｱ)の地方消費税の課税標準となる消費税額１４５万２６００

円に地方税法７２条の８３に規定する税率１００分の２５を乗じて算出した金額

（ただし，地方税法２０条の４の２第３項により１００円未満の端数を切り捨てた

後のもの）である。

(5) 平成１８年課税期間における原告の消費税等の額は，次のとおりである。

ア 消費税

(ｱ) 課税標準額 ５６５７万６０００円(⑬)

上記金額は，次のａ～ｃの合計金額に１０５分の１００を乗じた金額（国税通則

法１１８条１項の規定により１０００円未満の端数を切り捨てた後のもの）である。

ａ 販売手数料（又は代理手数料） ９９９万３５６３円(①,②)

上記金額は，原告が平成１８年３月課税期間において「ｄ方式」の決済方式を採

用するＦに対する売上げとして計上した金額の合計額であり，原告が同社から受領

した金額である。

ｂ 委託販売手数料 ４６２０万０２９６円(⑤)



上記金額は，次の(a)の金額から(b)及び(c)の金額を控除した金額であり，Ｃ及

びＤ並びに同業の航空貨物販売代理店等に対する役務の提供の対価として原告が得

た利益の額である。

(a) 混載業者に対する売上げ ２億４６２１万７０６２円(⑥)

上記金額は，原告の損益計算書（乙Ｂ４の１）に記載された「航空貨物取扱収

入」の金額２億５６２１万０６２５円から上記(1)の販売手数料９９９万３５６３

円を控除した金額であり，原告が「ｂ方式」及び「ｂ方式の亜種」の決済方式を採

用するＣ及びＤ並びに同業の航空貨物販売代理店等の代理として混載業者から受領

した金額である。

(b) キックバック支払額 １億９９２２万５４７７円(⑦)

上記金額は，原告の損益計算書（乙Ｂ４の１）に記載された金額であり，原告が，

「ｂ方式」及び「ｂ方式の亜種」の決済方式を採用するＣ及びＤへ支払った金額並

びに原告が同業者等に業務を委託した場合に支払った金額の合計額である。

(c) 支払運賃 ７９万１２８９円(⑨)

上記金額は，原告の損益計算書（乙Ｂ４の１）に記載された金額であり，航空貨

物の輸送に当たり，輸送業者に輸送を取り次いだ際に支払われた金額である。

ｃ 固定資産の売却額 ３２１万１１１０円(⑫)

上記金額は，原告が固定資産として所有していた車輛を売却した金額である。

(ｲ) 課税標準に対する消費税額 ２２６万３０４０円(⑭)

上記金額は，消費税法２９条の規定に基づき，上記(ｱ)の課税標準額に１００分

の４を乗じた金額である。

(ｳ) 控除対象仕入税額 ８９万７６８９円(⑮,⑳)

上記金額は，原告の確定申告書に記載された金額である。

(ｴ) 納付すべき税額 １３６万５３００円(<21

>)

上記金額は，上記(ｲ)の金額から上記(ｳ)の金額を控除した金額（ただし，国税通



則法１１９条１項の規定により，１００円未満の端数を切り捨てた後のもの）であ

る。

イ 地方消費税

(ｱ) 地方消費税の課税標準額となる消費税額 １３６万５３００円(<22

>)

上記金額は，上記ア(ｴ)の金額である。

(ｲ) 納付譲渡割額 ３４万１３００円(<23

>)

上記金額は，上記(ｱ)の地方消費税の課税標準額となる消費税額１３６万５３０

０円に地方税法７２条の８３に規定する税率１００分の２５を乗じて算出した金額

（ただし，地方税法２０条の４の２第３項の規定により，１００円未満の端数を切

り捨てた後のもの）である。

３ 争点

(1) 原告の本件各航空会社国内支店との取引が消費税法７条１項所定の輸出免税

取引に該当するか否か。

（被告は，本件各課税期間における原告の消費税等の額は上記２のとおり（別表

４参照）であると主張するところ，原告は，固定資産の売却額(別表４の⑫)が消費

税の課税売上げに当たることは認めるものの，前記２(1)～(5)の各ア(ｱ)ａの販売

手数料（又は代理手数料）(別表４の①)及び同ｂの委託販売手数料(別表４の⑤)が

消費税の課税売上げに当たることを争っている。別表４の②～④，⑥～⑪の各金額

に相当する収入・支出があったことについては当事者間に争いがない。）

(2) 原告の平成１５年３月期の法人税の申告における売上げ等の繰上計上等が国

税通則法６８条１項の「事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し，その隠ぺい

し，又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」に該当するか否

か。

(3) 本件重加算税賦課決定及び本件各更正処分に理由附記の不備があるか否か。



４ 争点に関する当事者の主張

(1) 争点(1)について

（原告の主張）

ア 原告の業務内容について

(ｱ) 航空貨物は，荷送人が混載業者に対して貨物の運送を委託し，混載業者が

直接又は間接に貨物の運送業者である航空会社に委託し，受託した航空会社が仕向

地まで貨物を運送するという手順で行われる。

中国向けの航空貨物についてもこれと同様に行われているところ，原告は，通常，

貨物販売代理店に分類される業者であり（いわゆる指定販売代理店《ＣＳＡ》など

とも呼ばれるが，これらは，中国系の航空会社が採用してきた独自の業態を有する

業者に対するネイミングにすぎない。），本件各航空会社国内支店の従属的な立場

にはなく，本件各航空会社国内支店とは独立した業者であって，その業務は，本件

各航空会社国内支店から航空機内の積載スペース（貨物運送枠）を仕入れてこれを

多様なメニューで混載業者に提供し販売するという業務を行っているものであって，

これは運送契約にほかならないものである。

(ｲ) 原告のような業者が本件各航空会社国内支店から航空機内の積載スペース

を仕入れる際に設定される運賃は「合意運賃」と呼ばれている。一方，混載業者へ

の販売代金は「市場運賃」と呼ばれている。したがって，原告のような業者の利益

は，混載業者への販売運賃（市場運賃）から本件各航空会社国内支店に対する仕入

運賃（合意運賃）を差し引いた額となる。そして，原告と混載業者，本件各航空会

社国内支店との具体的な決済形態は次のようなものである。いずれの決済形態（た

だし，ｄ方式を除く。）においても，原告の混載業者への販売価格の設定は原告と

混載業者との交渉によって決定され，本件各航空会社国内支店がこれに介入するこ

とはない。

ａ 「ａ方式」

航空貨物については，国際条約で定められた世界共通の公定運賃が定められてい



るところ，この制度を厳守すると公定運賃がいったん混載業者から本件各航空会社

国内支店に支払われることになるので，仕入運賃（合意運賃）と販売運賃（市場運

賃）との精算が必要となる。そこで，本件各航空会社国内支店から原告に合意運賃

との差額が返戻され，原告から混載業者に市場運賃との差額が返戻されるという

「ａ方式」の取引形態（別紙２の図１参照）が採用された。このような取引形態は，

Ｄの大阪支店との間で平成１４年３月まで採用されていたものである。

ｂ 「ｂ方式」と「ｂ方式の亜種」

年月を経過するにつれて「ａ方式」のように公定運賃制度を厳守することは崩れ

ていき，現在では特別な貨物を除いて，「ａ方式」のような精算過程をとらずに，

端的に販売運賃（市場運賃）と仕入運賃（合意運賃）で決済されるようになってい

るため，混載業者が原告に販売運賃（市場運賃）を支払い，原告が本件各航空会社

国内支店に仕入運賃（合意運賃）を支払って決済するという，「ｂ方式」の取引形

態（別紙２の図２－１参照）が採用された。

このような取引形態は，①Ｂの新潟支店，広島支店及び福岡支店，②Ｅの名古屋

支店，③Ｇの東京支店，④Ｃの東京支店，⑤平成１４年４月以降のＤの大阪支店と

の間で採用されていたものである。

また，「ｂ方式の亜種」とは，スペースの仕入先が航空会社の国内支店ではなく，

貨物販売代理店の場合の取引形態である（別紙２の図２－２参照）。

ｃ 「ｃ方式」

「ｃ方式」とは，「ｂ方式」において原告が本件各航空会社国内支店に支払う仕

入運賃（合意運賃）に返戻金制度が存在する場合であり，仕入運賃（合意運賃）が

市場を無視した価格で設定されているため，いったんは原告から本件各航空会社国

内支店に仕入運賃（合意運賃）が支払われるが，それを補正するためその後返戻さ

れるものである（別紙２の図３参照）。

このような取引形態は，原告の行った取引の９０％以上の割合を占めているＢの

名古屋支店，東京支店及び新潟支店との間で採用されていたものである。



ｄ 「ｄ方式」

混載業者への販売価格（市場運賃）は，原告と混載業者との交渉で決められてい

たが，例外的に，Ｆの東京支店との取引については，Ｆの東京支店が販売価格（市

場運賃）を決定し，混載業者から直接当該運賃を収受した上，原告の取扱高に応じ

て定められた割合によって，手数料が支払われるという「ｄ方式」の取引形態（別

紙２の図４参照）が採用された。

(ｳ) 原告は，以上のような形態の取引を行い，その経理処理を次のとおり行っ

ていたものである。

ａ 貸方勘定（売上げ）

(a) 「ｂ方式」，「ｂ方式の亜種」及び「ｃ方式」において混載業者から受

け取る市場運賃（「航空貨物取扱収入勘定」に計上）

(b) 「ａ方式」，「ｃ方式」及び「ｄ方式」において本件各航空会社国内支

店から受け取る運賃返戻及び手数料（「ａ方式」の運賃返戻は「航空貨物取扱収入

勘定」に計上。平成１３～１５年課税期間の「ｃ方式」の運賃返戻及び平成１５年

課税期間の「ｄ方式」の手数料は「支払貨物取扱割戻料勘定」に計上。平成１７，

１８年課税期間の「ｄ方式」の手数料は「航空貨物取扱収入勘定」に計上）

ｂ 借方勘定（経費）

(a) 「ｂ方式」，「ｂ方式の亜種」及び「ｃ方式」において本件各航空会社

国内支店又は貨物販売代理店に支払う合意運賃（「キックバック支払額勘定」に計

上）

(b) 「ａ方式」において混載業者に支払う運賃返戻（「キックバック支払額

勘定」に計上）

(c) 原告がＨ社に対して支払う委託報酬（「キックバック支払額勘定」に計

上）

(d) 保税運賃（「支払運賃勘定」に計上）

(ｴ) これらの取引については，いずれも原告が独立の業者として，自らの判断



で混載業者から受注した外国貨物の国際輸送運賃を本件各航空会社国内支店へ発注

し，輸送料金を支払うというのが実態であり，その損益の負担も原告に帰属してい

るものである。

(ｵ) これに対し，被告は，原告が，自ら航空運送状を作成することができず，

航空運送状に運送契約の当事者として記載されていないことなどから，運送契約の

当事者ではないなどと主張する。

しかしながら，物品運送契約は，運送人自ら輸送手段を運行して運送することを

引き受ける契約（実運送契約）である必要はなく，他人（下請運送人）を履行補助

者として利用することにより，運送サービスを提供することを引き受ける契約であ

ってもよいのであって，これを原告について見れば，混載業者は荷送人，本件各航

空会社国内支店は実際に運送を行う履行補助者に当たるものである。したがって，

原告が航空機を有していないことや，航空運送状を作成できないことは，運送契約

の成立に何ら支障となるものではない。原告が貨物利用運送事業法上の利用運送を

する資格がないとしても，これによって原告が運送契約を締結することができなく

なるものではなく，単に，同法上の問題があるにすぎない。

また，被告は，原告が，本件各航空会社国内支店から航空貨物運送に係る予約業

務，販売促進業務及び航空貨物運賃回収業務を委託されているものであるとした上，

原告が本件各航空会社国内支店から，委託販売手数料及び販売手数料（又は代理手

数料）を受領していると主張する。

しかしながら，原告の営業の実態は，本件各航空会社国内支店から貨物の積載ス

ペースを仕入れ，これを混載業者に販売しているものにほかならない。原告は，混

載業者との間で成約した貨物を，原告の判断で本件各航空会社国内支店の積載スペ

ースに割り付けていくものであり，被告が予約業務であるとか販売促進業務などと

主張するような実態はない。また，原告は，本件各航空会社国内支店に仕入価格で

算出された運賃を定められた日に支払っているのであって，仕入れた積載スペース

の代金を支払っているものにほかならない。被告の主張する委託販売手数料なる概



念は恣意的なものであり，本件各航空会社国内支店との間の契約をみても，予約業

務，販売促進業務及び運賃回収業務の委託という文言が記載されているものはすべ

てではなく，仮にそのような記載がされていたとしても，原告のような貨物販売代

理店の業務の実態が上記のようなものであることに変わりはない。

イ 輸出免税取引に該当することについて

消費税法７条１項各号は，輸出免税となる対象について，取引に着目して定めて

おり，当該取引に関与する主体に着目して定めていないことは，その規定の文言か

ら明らかである。したがって，ある主体（納税者）が関与した取引が輸出免税の対

象となる取引であるか否かが，当該主体に消費税が課税されるか否かの判断基準と

なるものである。

これを本件に則していえば，消費税法７条１項３号の国際輸送取引は，日本の荷

送人を起点として中国の受取人を終点とする取引であり，この輸送取引に関わる主

体，すなわち，荷送人，混載業者，航空会社及び原告のような貨物販売代理店のす

べてが，消費税について免税とされるものである。

以上を前提に，原告が，上記のとおり，ａ～ｄ方式の各取引において，混載業者

に対する役務の提供と本件各航空会社国内支店に対する役務の提供を行っており，

それぞれが消費税法２条１項８号の「資産の譲渡等」に該当し，それぞれの対価を

得ているものであることから，混載業者に対する役務の提供と本件各航空会社国内

支店に対する役務の提供それぞれについて，消費税法７条１項１～５号の輸出免税

取引に該当するか否かを個別に判断すべきである。

(ｱ) 原告が貸方勘定（売上げ）に計上したものについて

ａ 原告が「ｂ方式」，「ｂ方式の亜種」及び「ｃ方式」において混載業者

から受け取る市場運賃について

原告は，貨物利用運送事業法上の第一種貨物運送事業者でも第二種貨物運送事業

者でもなく，また，旧貨物運送取扱事業法上の運送取次事業者でもない。しかし，

そうであるからといって，原告が消費税法７条１項３号の国際輸送取引に従事でき



ないわけではなく，原告は貨物の運送取引に従事していたものである。混載業者が

国際輸送取引の当事者であることは明らかであり，これらの混載業者と原告との取

引が，国際輸送取引に当たることもまた明らかである。混載業者が運送の事業者で

ある以上，原告がその資格を有する必要はない。

また，原告と混載業者との間の取引は，貨物の輸出入取引に直接関連する業務と

して，消費税法７条１項５号，同法施行令１７条２項４号の輸出類似取引に該当す

るものである。

以上によれば，原告と混載業者との間の取引は，輸出免税取引に該当するもので

あり，混載業者から受け取る販売運賃は，輸出免税取引の対価である。

ｂ 原告が「ａ方式」，「ｃ方式」及び「ｄ方式」において本件各航空会社

国内支店から受け取る運賃返戻及び手数料について

これは，「国際航空旅客輸送に係るキックバックの取扱について（平成４年１１

月３０日付日旅協第９２－２６８号，貴協会照会文書に対する回答）」と題する通

達（平成４年１２月１０日付け国税庁課消２－２７。甲１２。以下「本件キックバ

ック通達」という。）にいう輸出免税取引に係る対価の返還に該当するものであり，

本体の取引に係る対価関係が輸出免税取引に該当する以上，その一部の返還も輸出

免税取引であると解すべきであるという常識を踏まえたものである。

したがって，原告が本件各航空会社国内支店から割戻しを受ける運賃は，各航空

会社が行う輸出免税取引に係る対価の返還であるから，国際輸送取引に該当する。

また，原告と本件各航空会社国内支店との間の取引は，貨物の輸出入取引に直接

関連する業務として，輸出類似取引に該当するものである。

以上によれば，原告が本件各航空会社国内支店から割戻しを受ける運賃は，輸出

免税取引の対価である。

(ｲ) 原告が借方勘定（経費）に計上したものについて

ａ 原告が「ｂ方式」及び「ｃ方式」において本件各航空会社国内支店に支

払う合意運賃について



原告が，本件各航空会社国内支店に対して支払っている運賃は，輸出免税取引の

対価として支払っているものであり，国際輸送取引の対価に該当するものである。

ｂ 原告が「ｂ方式の亜種」において貨物販売代理店に支払う合意運賃につ

いて

ｂ方式の亜種の場合に原告が貨物販売代理店に支払う運賃と，混載業者から収受

する運賃は，ともに国際輸送取引の対価に該当するものである。また，いずれも外

国貨物の輸出入取引に直接関連する業務として，輸出類似取引の対価に該当するも

のである。ｂ方式の亜種の場合，航空会社は取引当事者とはなっていないから，被

告が主張するように，原告の取引が，混載業者から航空会社のために運賃を預かり

これを航空会社に引き渡すものであるとか，航空会社のための予約業務，販売促進

業務，運賃回収業務の委託を受けているものであるなどといえないことは明らかで

ある。

ｃ 原告が「ａ方式」において混載業者に支払う運賃返戻について

原告が混載業者に割り戻す運賃は，国際輸送取引の対価に該当するものである。

また，外国貨物の輸出入取引に直接関連する業務として，輸出類似取引の対価に該

当するものである。

ｄ 原告がＨ社に対して支払う委託報酬について

原告がＨ社に対して支払う委託報酬も，国際輸送取引の対価に該当するものであ

る。また，外国貨物の輸出入取引に直接関連する業務として，輸出類似取引の対価

に該当するものである。

ｅ 保税運賃について

原告が運送業者に対して支払う保税運賃は，外国貨物の輸出入取引に直接関連す

る業務として，輸出類似取引の対価に該当するものである。保税運賃の多くは，Ｈ

社が販売した積載スペースに関して発生するものである。すなわち，Ｈ社は，大阪

を拠点とする会社であり，大阪の混載業者に対して販売をするが，当該航空貨物は，

名古屋国際空港（小牧空港）から発送されることが多い。しかしながら，当該航空



貨物を名古屋国際空港から発送するのは，あくまで原告の利益のためであるから，

混載業者は，大阪から名古屋までの輸送費用を一切負担しない。あくまで，その費

用（保税運賃）は，原告の責任において支払うものなのである。

原告が輸出免税とすべき保税運賃を支払っている以上，それに対応する売上利益

分が存在するはずであり，この売上利益分はやはり輸出免税とすべきである。

ウ 被告の主張について次のとおり反論する。

(ｱ) 被告の主張によれば，「ｃ方式」の取引における原告の売上げには，販売

手数料（運賃返戻）と委託販売手数料の二つがあることになるが，このように売上

げを販売手数料（運賃返戻）と委託販売手数料に区分することは不自然かつ不合理

である。

「ｃ方式」の取引においては，混載業者からの販売運賃から航空会社に支払う仕

入運賃を控除した差額がマイナス（赤字）になることも多く，被告が主張するよう

に販売運賃から仕入運賃を控除した額を委託販売手数料として捉えるならば，委託

販売手数料がマイナスの値となり委託販売手数料の概念に反することとなる。

(ｲ) 本件各航空会社国内支店と混載業者との２者の直接取引については，消費

税法７条１項３号又は同法施行令１７条２項４号が適用され輸出免税取引とされて

いるにもかかわらず，これら２者の間に原告（貨物販売代理店）が入った３者取引

となったとき，途端に①航空会社と貨物販売代理店との取引，②貨物販売代理店と

混載業者との取引が，輸出免税取引に該当しなくなるという不合理な結果となる。

（被告の主張）

ア 原告の業務内容について

(ｱ) 原告は，混載業者に対して本件各航空会社国内支店から預かった航空運送

状を渡すとともに，本件各航空会社国内支店の航空機の積載スペースを確保し，混

載業者が荷送人から預かった貨物が仕向地に届くように混載業者からの依頼に応じ

て，当該貨物を積み込むために確保した積載スペースに割り付け，その航空会社に

予約を入れるという業務を主として行っているものである。そして，原告は，中国



に主たる事務所を有する本件各航空会社国内支店から，航空貨物運送に関する予約

業務，販売促進業務及び航空貨物運賃回収業務等を委託され，本件各航空会社国内

支店と混載業者との間で，上記各業務を行い，委託販売手数料を受領しているもの

であり，航空運送代理店事業者である。

原告は，その業務内容を，本件各航空会社国内支店から航空機内の積載スペース

を仕入れ，混載業者に販売しているものであり，予約業務，販売促進業務及び航空

貨物運賃回収業務等を行っていないなどと主張するが，原告は，航空貨物業界にお

いて，ＧＳＡの一種である指定販売代理店（ＣＳＡ）と呼ばれる代理業者であり，

その実態は，航空会社の営業所と同様に，指定地域で販売資料の配布，宣伝広報活

動，予約取扱業務などを行う総販売代理店（ＧＳＡ）の下請業者である。

(ｲ) また，原告と本件各航空会社国内支店との間の契約を見ると，「ａ方式」

の決済方式を採用する原告とＤの大阪支店との契約では，Ｄの大阪支店は機内の積

載スペースを確保し，原告は，航空輸送貨物の販売に全力を上げるものとされてお

り，また，「ｂ方式」の決済方式を採用するＧの東京支店（日本支社）との契約で

は，原告は，貨物指定代理店として貨物販売，予約業務を受託するものとされてい

る。さらに，「ｂ方式」の決済方式を採用するＥの名古屋支店との契約では，原告

は，Ｅから航空貨物の営業及び販売を委託されるものとされている。このような各

契約等の状況から，原告の業務は，本件各航空会社国内支店から航空貨物運送に関

する予約業務，販売促進業務及び航空運賃回収業務等を委託されているものであっ

て，本件各航空会社国内支店から航空機内の積載スペースを仕入れ，混載業者に対

して販売しているなどというものではない。

また，委託された役務の提供の対価として，「ｂ方式」の決済方式を採用するＤ

の大阪支店は，貨物運送伝票上の額面価格の５０％を販売手数料として支払うもの

とし，「ｃ方式」の決済方式を採用するＢの東京支店は，毎月の貨物発送量が２０

ｔを超えた場合，１kg当たり４０円の代理手数料を支払うものとしている。さらに，

「ｄ方式」の決済方式を採用するＦでは，ＣＡＳＳ（乙２３。貨物運賃共同精算方



法）レポートに基づき販売手数料を算出し，販売手数料を振り込むものとしている。

(ｳ) このように，混載業者，原告及び本件各航空会社国内支店間の貨物運賃の

決済方式にかかわらず，原告は，国内において本件各航空会社国内支店に対して役

務の提供を行い，その役務の提供に対する対価を得ているものであるから，「ｃ方

式」及び「ｄ方式」の決済方式により航空会社から受領した販売手数料（又は代理

手数料）(別表４の①)と，「ａ方式」，「ｂ方式」及び「ｃ方式」の決済方式を採

用する航空会社並びに「ｂ方式の亜種」の決済方式を採用する貨物販売代理店との

取引において受領した航空貨物取扱収入からキックバック支払額等を控除した委託

販売手数料（別表４の⑤）が，その役務の提供の対価として得た額である。

イ 消費税法の定め

消費税法は，事業者が国内において行う課税資産の譲渡等には，消費税を課すも

のとしているが（４条１項），輸出取引又は輸出類似取引に該当するものについて

は，消費税を免除することとしている（７条）。これは，消費税が内国消費税であ

り，国内において消費される物品やサービスについて負担を求める性格の税である

ことによるものである。輸出免税の範囲については，同法７条１項に規定されてい

るところ，同項３号では「国内及び国内以外の地域にわたって行われる旅客若しく

は貨物の輸送又は通信」を，また，同項５号では「前各号に掲げる資産の譲渡等に

類するものとして政令で定めるもの」を，それぞれ輸出免税取引とする旨規定し，

さらに，同項５号を受けて，同法施行令１７条２項において，輸出免税取引に該当

する資産の譲渡等を規定している。そして，同項４号では「外国貨物の荷役，運送，

保管，検数，鑑定その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」を原則として

輸出免税になると規定している。

ウ 原告の業務内容が輸出免税取引に該当しないこと

原告は，本件各航空会社国内支店及び混載業者との取引が消費税法７条１項３号

の国際輸送取引又は同項５号，同法施行令１７条２項４号の輸出類似取引に該当す

る旨主張するところ，次のとおり，原告の業務内容は国際輸送取引又は輸出類似取



引のいずれにも該当しない。

(ｱ) 国際輸送取引該当性について

原告は，貨物利用運送事業法上の第一種貨物利用運送事業者の登録等及び第二種

貨物利用運送事業者の許可を受けておらず，貨物の運送を行っているものではない

し，国内及び国外の地域にわたって行われる貨物の輸送をするものでもない。現に，

航空貨物の運送契約において発行される航空運送状には，荷送人欄，荷受人欄，運

送状発行貨物代理店欄のいずれにも原告の名称はなく，原告は運送契約の当事者に

はなっていない。また，実際の貨物は，混載業者から本件各航空会社国内支店に引

き渡されるのであるから，原告は，混載業者が荷主から受領した貨物を運送するこ

とはなく，トラック等の運送用車両を所有しているものでもない。したがって，実

態から見ても，原告は貨物の運送など行っていないのである。

以上のとおり，原告は，運送を請け負うことができず，私的にも法的にも運送営

業ができないばかりか，実際に貨物を運ぶことさえないのであるから，原告が運送

取引を行っていないことは明らかであり，消費税法７条１項３号の国際輸送取引を

行い，その対価を得ていることもない。

(ｲ) 輸出類似取引該当性について

消費税法施行令１７条２項４号は，貨物の輸出入取引に直接関連する事業，すな

わち，「外国貨物の荷役，運送，保管，検数，鑑定その他これらに類する外国貨物

に係る役務の提供」（輸出類似取引）について，輸出免税の適用があることを明ら

かにしており，「これらに類する役務の提供」も，外国貨物に係る検量，梱包等の

業務又は通関手続若しくは青果物，木材に係るくんじょう等の役務の提供といった

貨物の輸出入に直接関連する業務がこれに該当することになる。また，消費税法上，

外国貨物とは，関税法２条１項３号所定の外国貨物をいい，同号によれば，輸出の

許可を受けた後の貨物及び輸入が許可される前の貨物を意味するところ，輸出入の

許可については，原則として，①関税関係法令以外の法令で規制されているものに

ついて許可，承認あるいは検査を受けること，②輸出入しようとする貨物を保税地



域等へ入れた後に税関へ申告すること，③税関が申告書を受理し，申告書類の審査

及び現品検査を行うこと，④申告どおりのものであること等が確認されることとい

った手続を経た後にされることに照らすと，消費税法上の外国貨物は，国内におい

ては，原則として，保税地域内に存在するものであることが明らかである。

これらを原告に当てはめれば，原告は，貨物利用運送事業法上の運送事業者では

ないから，消費税法施行令１７条２項４号でいう外国貨物の運送を行っているわけ

ではない。また，原告は本件各航空会社国内支店に対して予約業務，販売促進業務

及び航空運賃回収業務等という役務の提供をしているものであって，外国貨物に対

して直接役務の提供を行っているのではない上，通関業者でないことはもとより，

保税地域までの運送や保税地域内での作業にも関与していないのであるから，同号

の「これらに類する役務の提供」を行っているものでもない。

以上のとおり，原告は，航空機内の積載スペースの取次ぎを行っているにすぎず，

外国貨物を取り扱っているものでもないから，外国貨物に係る役務の提供を行って

はおらず，消費税法施行令１７条２項４号に該当する取引を行うものではない。

(ｳ) Ｉ株式会社が介在する取引（「ｂ方式の亜種」）について

原告は，「ｂ方式の亜種」の取引形態における貨物販売代理店（Ｉ）からの仕入

れについて，貨物販売代理店は航空会社ではないので，原告の取引が，混載業者か

ら航空会社のために運賃を預かりこれを航空会社に引き渡すものであるとか，航空

会社のための予約業務，販売促進業務，運賃回収業務の委託を受けているものであ

るなどといえない旨主張する。

「ｂ方式の亜種」の取引形態の貨物販売代理店であるＩは，中国の航空会社に対

し役務の提供を行う原告の同業者であり，原告は，Ｊ株式会社から貨物運送の予約

を受け，Ｄのスペースの予約を行っているところ，航空運賃の精算は，原告とＤと

の間にＩが介在しているため，原告はＩとの間で運賃精算を行うこととなる。つま

り，原告は，Ｊから同社がＤへ支払うべき運賃をＩの代わりに受領し，その預かっ

た金員をＤの窓口となっているＩへ戻しているにすぎない。ただし，原告は，この



ときＪから受領した金員の中から原告がＩから受領すべき委託販売手数料を差し引

いているのである。

したがって，原告は，Ｉから業務の委託を受け，同社に対して役務の提供を行っ

ているのであり，この取引において受領する委託販売手数料は，運送や外国貨物に

対する役務の提供の対価ではあり得ないことから，輸出免税等には該当しない。

(ｴ) 原告がＨ社に対して支払う委託報酬について

原告は，Ｈ社に対して支払う委託報酬が国際輸送取引の対価に該当するものであ

り，また，外国貨物の輸出入取引に直接関連する業務として輸出類似取引の対価に

該当すると主張するが，Ｈ社は，西日本地区における原告の下請的な存在の同業者

で，原告から委託を受けて原告の業務の一部を行っていたものであり，輸出免税等

に該当する取引を行うことのない原告が，輸出免税等に該当する業務を同業者に請

け負わせることなどできないのであるから，Ｈ社に対する支払の対価は輸出免税等

に該当することはない。

なお，Ｈ社に対して支払われた委託報酬は，課税標準額から減算すべきものでは

なく，課税仕入れに該当し，仕入税額控除の対象とすべきものである（別表４の⑰

参照）。

(ｵ) 保税運賃の負担について

原告は，原告が支払っている保税運賃は輸出免税取引に該当し，それに対応する

売上利益分が存在するはずであるから，この売上利益分は輸出免税に当たると解す

べきであると主張するが，原告は運送事業者ではないのであるから，保税運送を直

接行っているわけではなく，保税運送の手配をしているにすぎない。また，原告か

ら支払運賃として運送業者に支払われる金員は，①航空会社が負担すべき運賃を原

告が航空会社へ支払うべき預り金相当額から支払うもの，または，②保税運送を必

要とする混載業者から受領した預り金相当額から支払われているものであり，原告

が保税運賃を支払っているものではない。

(ｶ) したがって，原告の行う取引は，本件各航空会社国内支店からの航空貨物



販売業務を委託されて行っているものであり，「ｃ方式」及び「ｄ方式」の決済方

式により航空会社から受領した額は販売手数料（又は代理手数料）(別表４の①)と

して，「ａ方式」，「ｂ方式」及び「ｃ方式」の決済方式を採用する航空会社並び

に「ｂ方式の亜種」の決済方式を採用する貨物販売代理店との取引により受領した

航空貨物取扱収入からキックバック支払額等を控除した額は委託販売手数料（別表

４の⑤）として，それぞれ課税売上げとなり，いずれも輸出免税取引には該当せず，

事業者が国内において行う課税資産の譲渡等に該当することから，消費税が課され

ることとなるものである。

(2) 争点(2)について

（被告の主張）

ア 国税通則法６８条１項は「納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計

算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し，その隠ぺいし，

又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたとき」は，過少申告加算税

に代え，重加算税を課する旨規定しているところ，同項にいう「事実の隠ぺい」と

は，売上除外，証拠書類の破棄等，課税要件に該当する事実の全部又は一部を隠す

ことをいい，「事実の仮装」とは，架空仕入れ・架空契約書の作成・他人名義の利

用等，存在しない課税要件事実が存在するように見せかけることをいうものと解さ

れている。

イ 原告による経理処理

(ｱ) Ｃへの支払運賃の繰上計上について

原告補佐人税理士Ｋ（昭和２０年▲月生。）は，原告代表者から依頼を受け，平

成１５年３月期の期末決算処理において，翌事業年度の経費として計上すべき平成

１５年４月分に係るＣへの支払運賃１０６８万０２１０円及び１１６６万２３５４

円の合計額２２３４万２５６４円を，平成１５年３月期の所得金額を減少させる意

図をもって，平成１５年３月期に経費が発生したかのように帳簿書類に虚偽の記載

をし，それに基づき平成１５年３月期に係る原告の法人税の申告をした。



(ｲ) Ｂの東京支店の貨物販売手数料収入の繰延計上について

Ｋ税理士は，原告代表者から依頼を受け，平成１５年３月期の収益として計上す

べきＢの東京支店の貨物販売手数料収入の平成１５年２月分の請求額１０７万５０

６０円及び同年３月分の請求額８５万８８４０円の合計額１９３万３９００円を，

所得金額を減少させる意図をもって，平成１５年３月期分の収益として帳簿書類に

記載せず，それに基づき平成１５年３月期に係る原告の法人税の申告をした。

(ｳ) このような経理処理は，Ｋ税理士から平成１５年３月期に係る原告の法人

税の所得金額につき５０００万円くらいになる旨の説明を受けた原告代表者が，経

営の先行きが不安になっていたことから，Ｋ税理士に所得金額の操作を依頼し，こ

れに基づいて，Ｋ税理士が，本来翌事業年度（平成１５年４月１日から平成１６年

３月３１日まで）の経費として計上すべき平成１５年４月分のＣへの支払運賃２２

３４万２５６４円を平成１５年３月期に繰上計上し，さらに，Ｂの東京支店からの

貨物販売手数料収入のうち，平成１５年２月分及び同年３月分の合計額１９３万３

９００円を平成１５年３月期に計上しないという操作を行った結果としてされたも

のである。このように，原告が意図的に収入の計上を繰り延べ，経費の計上を繰り

上げて法人税の所得金額を調整していることは明らかであって，これは国税通則法

６８条１項の隠ぺい，仮装行為に該当するものである。

(ｴ) これに対し，原告は，国税庁長官が平成１２年７月３日付けで発した「法

人税の重加算税の取扱いについて（事務運営指針）」との通達（乙２６。以下「本

件事務運営指針」という。）が，収入の繰延計上，経費の繰上計上等について原則

として仮装・隠ぺいとならないとしているとして，本件重加算税賦課決定処分が違

法であるなどと主張する。

しかしながら，本件事務運営指針第１の３は，「当該行為が相手方との通謀又は

証ひょう書類等の破棄，隠匿若しくは改ざんによるもの等ではないとき」という条

件の下では，収入の繰延計上，経費の繰上計上等が帳簿書類の隠匿，虚偽記載等に

該当しないという取扱いを定めているのであって，証ひょう書類等の破棄，隠匿若



しくは改ざん等があって，意図的に収入の繰延計上，経費の繰上計上等が行われれ

ば，不正事実に該当するとしているのである。一方，国税庁が法人税の重加算税の

賦課についてとりまとめた執務資料である「法人税の重加算税賦課に係る留意点に

ついて（情報）」（乙２７。以下「本件執務資料」という。）は，本件事務運営指

針第１の３に関し，収入の繰延計上，経費の繰上計上等の結果，過少申告となった

ことが，内部の資料その他のものによって意図的に行われていることが明らかな場

合には，不正事実に該当するとして取り扱うこととしているのであるから，本件事

務運営指針の賦課基準と比べても不合理であるとは認められない。

(ｵ) したがって，本件重加算税賦課決定処分は適法である。

（原告の主張）

ア 被告が本件重加算税賦課決定処分の理由とする収入の繰延計上，経費の繰

上計上については，過少申告加算税の対象となるとしても，重加算税を賦課する要

件を充足しない。確かに，経費及び売上げの発生時期については事実と異なる記載

をして法人税の申告をしたが，当該取引自体は明確に記帳してあり，経費及び売上

げ自体は何ら隠ぺい又は仮装していない。したがって，課税はいずれ発生するもの

であり，期間損益に関するものであって，このような場合は国税通則法６８条１項

に規定する事実の隠ぺい又は仮装に該当しないと解すべきである。

すなわち，売上げを翌期に繰り越したり，経費算入について翌期のものを繰り上

げることにとどまる場合は，翌期以降も通算するとき，基本的に納税者が支払う税

額には変わりがない。したがって，それ以上に課税標準自体の存在を隠ぺい，仮装

する意思までは認められないのであって，本件のように期間損益について生じた所

得額の過少申告の事案においては重加算税を賦課する要件に欠けるのである。

イ 現に，期間損益に関する事案については，課税行政の実務においても原則

として帳簿書類の隠匿，虚偽記載等はないものと扱われている。

すなわち，本件事務運営指針は，国税通則法６８条１項に規定する隠ぺい又は仮

装とは，①二重帳簿の作成，②帳簿書類の隠匿，虚偽記載等の存在が認められる場



合とした上で，次の(ｱ)～(ｴ)の場合には，上記②には該当しないものとしている。

(ｱ) 売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において，その売上げ等の収

入が翌事業年度の収益に計上されていることが確認されたとき。

(ｲ) 経費（原価に算入される費用を含む。）の繰上計上をしている場合におい

て，その経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたとき。

(ｳ) 棚卸資産の評価換えにより過小評価している場合。

(ｴ) 確定した決算の基礎となった帳簿に，交際費等又は寄附金のように損金算

入について制限のある費用を単に他の費用科目に計上している場合。

したがって，本件事務運営指針は，期間損益に関する申告額の過少申告について

は，重加算税賦課の要件を充足しないことを確認したものと解すべきである。

ウ ところが，本件事務運営指針に関し，収入の繰延計上，経費の繰上計上等

については原則として帳簿書類の隠匿，虚偽記載等はないものとして取り扱うとし

つつも，当期の売上げであることを知りつつ翌期の売上げとしたことが，内部の稟

議書等により確認できるなど，意図的に収入の計上を繰り延べていること等が内部

資料その他のものによって明らかであれば，仮装・隠ぺい行為があったとして重加

算税を賦課するための要件を充足するとする裁量基準（本件執務資料）も存在する。

しかし，一般に，収入の繰延計上，経費の繰上計上等が行われれば，当該事業年

度における所得額が減少することは当然のことであるから，意図的に収入の計上を

繰り延べていることにほかならない。したがって，上記基準は，本件事務運営指針

が収入の繰延計上，経費の繰上計上等について原則として仮装・隠ぺいとはならな

いこととしていることを骨抜きにし，形骸化するものであって不合理である。

(3) 争点(3)について

（原告の主張）

本件重加算税賦課決定には，何の理由も示されていないところ，行政手続法１４

条１項は，「行政庁は，不利益処分をする場合には，その名あて人に対し，同時に，

当該不利益処分の理由を示さなければならない。」と規定している。一般に，法が



行政処分に理由を附記すべきものしているのは，処分行政庁の判断の慎重・合理性

を担保してその恣意を抑制するとともに，処分の理由を相手方に知らせて不服申立

てに便宜を与える趣旨に出たものであるから，その記載を欠く場合には，当該処分

自体の取消しを免れない（最高裁昭和３６年(オ)第８４号同３８年５月３１日第二

小法廷判決・民集１７巻４号６１７頁参照）。また，本件各更正処分にも理由が附

記されていないから，本件各更正処分も取消しを免れないものである。

（被告の主張）

原告は，行政手続法１４条１項を根拠に，本件重加算税賦課決定や本件各更正処

分に理由附記がないことが違法である旨主張する。しかしながら，国税通則法７４

条の２第１項は，国税に関する法律に基づき行われる処分その他の公権力の行使に

当たる行為については，行政手続法３章（不利益処分）の規定（１２～３１条）は

適用しないと定めており，この点から本件重加算税賦課決定に理由を附記する必要

はない。なお，前記最高裁判決は，所得税法における青色申告者の更正理由の附記

について判断したものであり，重加算税賦課決定についての判断ではない。また，

消費税法においても，消費税の更正について理由を附記すべきとする規定はない。

したがって，これらの処分に理由を附記する必要はないのであって原告の主張は失

当である。

第３ 当裁判所の判断

１ 争点(1)について

(1) 前記前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認め

られる。

ア 航空貨物業界においては，航空会社から特定地域に限定して旅客や貨物の

営業販売などを包括的かつ独占的に委託されたＧＳＡと呼ばれる代理業者があり，

ＧＳＡの業務は，航空貨物の販売に付随するマーケティング，予約業務，運賃回収

業務，送金業務，コンサルティング業務，関係省庁・団体との調整業務のほか，貨

物の積付け指示などの空港業務などであるところ，ＧＳＡは，特定の委託地域にお



いては独占的な契約であるため，一つの航空会社が同じ地区において複数のＧＳＡ

を同時に起用することはあり得ない。他方，中国等の旧共産圏の国における航空会

社は，一つの地区において，ＣＳＡ（指定販売代理店）と呼ばれる業者を複数起用

して，航空会社やＧＳＡの行う業務の下請をさせているところ，原告は，Ｆ，Ｃ，

Ｄなどの複数の中国航空会社の国内支店にＣＳＡとして起用されていた（乙３０の

１・２，原告代表者）。

イ 原告は，通関業務や保税地域内での業務を行うものではなく，貨物利用運

送事業法上の第一種貨物利用運送事業の経営に係る登録（平成１４年法律第７７号

による改正前の貨物利用運送事業法においては許可）及び第二種貨物利用運送事業

の経営に係る許可を受けておらず，自ら運送手段を有するものでもない。原告は，

航空運送状においても運送契約の当事者とはされておらず，トラック等の運送用の

車両も所持していない（甲１０の１・２，１１の１・２，乙２，２８の１～３，乙

Ａ２，乙Ｂ１１の１・２，乙Ｂ１２，原告代表者）。

ウ 原告は，平成９年１０月３０日，Ｄとの間で貨物輸送業務と販売について，

次のような内容の契約を締結した（乙１７の１・２）。

(ｱ) 原告は，１２００ｔを目標に，Ｄが日本から発送する航空輸送貨物の販売

に全力を上げる（１条）。

(ｲ) 原告は主にＤの関西国際空港からの始発便を利用し，Ｄが日本から発送す

る貨物の輸送業務及び販売に全力で協力する（２条）。

(ｳ) Ｄは，原告の販売に協力するとともに，日本から発送される貨物のために

機内の積載スペースを確保する（３条）。

(ｴ) Ｄは，貨物輸送伝票上の額面価格の５０％を，原告の販売手数料として原

告に支払うものとする。なお，①広州を経由する国内貨物のうち，Ｄのみを使用す

る場合については，国内輸送価格に対する販売手数料の決済計算に，上述の条件を

適用するものとする。②１度に大量の貨物を発送する場合の販売手数料は，上述の

条件の適用範囲外とし，具体的な状況に合わせ，双方の協議により決定するものと



する（４条）。

エ 原告は，平成１５年１月８日，Ｇの東京支店（「日本支社」ともいう。以

下，この項において「本件支社」という。）との間で，航空貨物の販売，予約業務

代行に関し，次のような内容の契約を締結し，「航空貨物の販売・予約業務代行に

関わる合意書」と題する書面（以下「本件合意書」という。）を作成した（乙１

８）。

(ｱ) 本件支社は，原告を日本地区における貨物指定代理店として指名し，貨物

販売・予約業務を原告に委託する。原告は，本件合意書の定めに従って，上記の業

務を，本件支社より受託する（１条１，２項）。

(ｲ) 本件支社は，本件支社の必要に応じ，本件支社の職員を指名し，原告の行

為を監督することを得る。本件支社は，本件支社の陣容・組織により，日本地区内

の貨物販売を行うことがある。この場合は，本件支社は，原告に，事前通知し，原

告は，本件支社に対し，支援協力するものとする（２条１，２項）

(ｳ) 本件合意書は，本件支社と他の航空会社との間で取り交わされた運送協議

書若しくは同種の契約書のいかなる条項に，影響するものではない（４条）。

(ｴ) 本件合意書の定めにより，原告は，日本地区内において，本件支社の貨物

運送サービスを代行して販売することを得る（５条２項）。

(ｵ) 原告は，本件支社の貨物運送サービスを代行販売し，販売促進するために，

以下の役務・職能を本件支社に提供する（６条）。

① 予約業務及び関連する事務業務

② 代理店業界，報道及び一般顧客に対し，本件支社の名声を高めるべく広

報宣伝に努める。また，同様に本件支社の要請に応じて，本件支社に代わり，本件

支社の日本地区内におけるサービスに関わる事項に関して，公的機関を含む外部と

折衝を行う。

③ 前項に定める行為により生じた結果は，速やかに，本件支社に，報告す

る。



④ 本件支社の要請に応じ，市場統計，市況報告等を，本件支社に提出する。

⑤ 本件合意書に定める諸々の運営に必要な法律，税制，その他関連情報を，

本件支社に提供する。

⑥ 貨物代理店，荷主，その他関連先を，妥当な間隔において，訪問する。

⑦ 本件支社に対し，宣伝，販促用品等に関して推挙，進言する。

⑧ 本件支社より提供されたタイムテーブル等の販促用品を展示し，配布す

ること。また，当該物品は，本件支社の資産の一部として大切に取り扱うこと。

⑨ 貨物代理店を適切に指導すること。当該指導とは原告と代理店間におけ

る精算に関わるものを含む。

⑩ 本件支社の販売促進に関わる宣伝業務を代行し種々活動すること。該当

費用は両社の合意に基づき両社が負担する。ただし，本件合意書１０条にて定める

報酬とは重複しない。

⑪ その他，両社の協議により，原告は，本件支社の妥当なる要求に基づき，

各種役務の提供を行う。

(ｶ) 双方は，原告の日本地区内における本件支社の定期・不定期・貸切り便の

貨物販売に対し，該当ＩＡＴＡ（国際航空運送協会）決議に定める通常の手数料を

適用しないことに合意する（１０条１項）。

双方は，原告が，本件支社からの仕入価格に，原告の利益を加算し，貨物代理店

又は荷主に販売すること，また同差額を原告の利益（報酬）とすることに合意する。

ただし，原告は，本件支社との協議を通じ，常に，販売価格を妥当な水準に保つこ

とを求められる（１０条２項）。

双方の別途合意がない限り，本条に定める差額を，原告のすべての役務及び販売

行動に対する唯一の報酬とする（１０条３項）。

(ｷ) 本件支社に代行して原告が販売し，徴収した運賃の総額を，本件合意書に

基づき，本件支社が検証を終了するまでの期間，本件支社の財貨として，原告は保

管しなければならない（１３条１項）。



(ｸ) 本件支社と原告は，国際航空貨物輸送に関する本件支社より原告に対する

卸価格について，次のとおり合意した（付件－１）。

① 発地支払運賃（日本発・中国各地着）

最低料金 一律 ３２００円／件

重 量 段 階 ＧＣＲ貨物

(着地)瀋陽， ４５ＫＧ未満 ２９０円／ＫＧ

大 連 ， 哈 尓 ４５ＫＧ以上 ２７０円／ＫＧ

濱，長春 ５００ＫＧ以上 ２５０円／ＫＧ

(着地)上記４ ４５ＫＧ未満 ３５０円／ＫＧ

地点以外 ４５ＫＧ以上 ３３０円／ＫＧ

５００ＫＧ以上 ３１０円／ＫＧ

（注）容積重量：６０００立方㎝＝１．０ＫＧ

② 着地支払運賃

適用仕向地 瀋陽，大連，哈尓濱，長春，北京，上海，廣州（７地点）

適用賃率 公示運賃の１５％割引

③ 保険・保安管理サーチャージ

適用 すべての運送状

賃率 ６００円／ＡＷＢ

オ 原告は，平成１０年７月６日，Ｅの名古屋支店との間で，国際航空貨物の

営業及び販売に関し，次のような内容の契約を締結した（乙１９）。

(ｱ) Ｅは，原告に対し，日本発のＳＺ便の国際航空貨物スペースの営業・販売

とそれに伴う航空運賃の回収業務を委託し，原告はこれを引き受ける（１条）。

(ｲ) Ｅは，原告が委託業務を円滑に遂行できるよう，原告に対し，日本発の貨

物スペースを確保，保証し，貨物運輸の規則，運賃，運輸条件，フライト時刻表，

その他必要な資料，情報を提供するものとする（２条１項）。

原告は，Ｅの貨物を販売するに当たり，Ｅの規則，運賃，運輸条件，フライト時



刻及びその他の業務資料に従うこととする（２条２項）。

(ｳ) 原告は，Ｅの日本での国際航空貨物の営業販売に全力で協力することとす

る（３条）。

(ｴ) Ｅの原告に対する貨物１ＫＧ当たりの卸売価格は，両者協議の上，次のと

おり定める。また，市場の変化等により，双方協議の上，卸売価格を変更すること

ができるものとする（５条）。

ＲＡＴＥ ＦＲＯＭ ＮＧＯ ＴＯ ＣＫＧ

ＷＥＩＧＨＴ／ＫＧ ＮＥＴ ＰＲＩＣＥ ＪＰ￥／ＫＧ

Ｍ ４，０００

Ｎ ５００

＋４５ ４００

＋１００ ４００

＋２００ ３８０

＋５００ ３６０

＋１０００ ３４０

カ 原告は，Ｂの東京支店から，平成１４年８月２０日付けで送付された輸送

価格通知書（以下「本件価格通知書」という。）に記載された東京始発の航空貨物

輸送価格に基づいて，Ｂの東京支店との間で航空貨物に関する取引を行っており，

本件価格通知書には，「使用条件」として，次のとおりの記載がある（乙２０）。

(ｱ) 危険物，貴重品，輸送代金後払い貨物は，輸送担当側が支払う代理手数料

を輸送費の１０％とする。危険物，貴重品，代金後払い貨物についても，必ず一般

の輸送代金前払い貨物と同じくそれぞれ販売報告書を作成しなければならない。代

理手数料の支払は，代理側が次の決済時に支払う売上げから差し引くものとするが，

販売報告書にその旨必ず明記すること。輸送料金後払い貨物の代理手数料は，輸送

担当側が到着貨物の輸送代金の受領を確認した後に支払うものとする（５条）。



(ｲ) 貨物輸送の代理手数料は，上記の５条の規定に基づくほか，その他の貨物

輸送については，毎月の貨物発送量が２０ｔを超えた場合，輸送請負者は１㎏当た

り４０円の代理手数料を支払うものとする。代理手数料は毎月決済し，決済時には，

販売報告書のコピーを送付すること（８条）。

(ｳ) 代理担当側の予約する積載スペースは，本支店成田空港事務所の関連作業

規定に従って手配するものとする（１０条）。

キ 原告は，Ｆ（「ＣＡ」とも呼称されている。）から，平成１４年１２月２

５日付けで送付された「弊社との販売取引及びＣＡ券使用に関して」と題する書面

（以下「本件連絡文書」という。）の記載に基づいて，Ｆとの間で航空貨物に関す

る取引を行っており，本件連絡文書によれば，取引の精算方式は，「ｄ方式」を採

用し（四－①），原告は，決められた期日にＦの名古屋支店に販売運賃をＦＡＸ送

信して報告し（四－②），原告から提出されたセールスレポート等に基づき販売手

数料を算出して，原告においてその内容を確認した後，販売手数料が支払われるも

のとされていた（乙２１）。

ク 原告は，上記のような本件各航空会社国内支店との間の各契約等に基づき，

混載業者の依頼に係る航空貨物の容積や仕向地への到着希望時刻などに沿うように，

貨物を積載する本件各航空会社国内支店の航空機の発着時刻や出発地，便数，積載

スペースの空き状況等を確認するなどして当該航空貨物を積載する積載スペースを

手配し，航空貨物の受取人が受領したか否かについても追跡調査するなどのサービ

スを提供していた（甲４３，原告代表者）。また，原告は，Ｂの名古屋支店の上海

向けの航空貨物に係る積載スペースの手配に関し，大阪に拠点を有するＨ社に，大

阪の混載業者との取引の一部を委託していた（弁論の全趣旨）。

ケ 原告は，これらの業務を行うため，本件各航空会社国内支店の航空機の積

載スペースをあらかじめ確保している場合もあるが，あくまで混載業者からの委託

があることを予想した上での概括的かつ予約的なものであり，確保していたものの

最終的に貨物を積載しなかった積載スペースについては，本件各航空会社国内支店



に対し不要となった旨連絡するのみで，原告が本件各航空会社国内支店に弁償する

などの責任を負うことはない（原告代表者）。

コ 原告が上記クのような業務を行った場合の混載業者や本件各航空会社国内

支店との間での代金の精算と経理処理は，次のようなものとなっていた（甲９，弁

論の全趣旨）。

(ｱ) 平成１４年３月までＤの大阪支店との間でされていた決済等の方法（原告

が「ａ方式」と主張している形態のものに対応する方法）

Ｄの大阪支店と混載業者が，ＩＡＴＡ（国際航空運送協会）の決議に基づき，日

本及び中国の２国間で認可された公定運賃により運賃決済を行った後，原告が，Ｄ

の大阪支店から運賃の返戻を受け，その一部を原告が混載業者に支払うことにより

運賃の精算が終了するものであり，原告は，Ｄの大阪支店から返戻を受ける運賃を

「航空貨物取扱収入勘定」の貸方に計上し，混載業者への支払額を「キックバック

支払額勘定」の借方に計上していた。この場合，原告の利益（業務の対価）は，Ｄ

の大阪支店から支払われる運賃返戻分から混載業者に支払う運賃を控除した額とな

る。

(ｲ) Ｇの東京支店等との間でされていた決済等の方法（原告が「ｂ方式」，

「ｂ方式の亜種」と主張しているものに対応する方法）

原告が，混載業者との間で取り決めた代金を混載業者から受領し，①Ｇの東京支

店，②Ｅの名古屋支店，③Ｂの福岡支店，新潟支店（ただし，新潟支店については，

平成１３年５月から平成１４年５月までの分を除く。），広島支店，④Ｄの大阪支

店（ただし，平成１４年４月以降），⑤Ｃの東京支店に対して，原告とこれらの支

店との間で合意した代金を支払うことによって運賃の精算が終了するものであり，

原告は，混載業者から受領する代金を「航空貨物取扱収入勘定」の貸方に計上し，

上記の各支店に対して支払う代金を「キックバック支払額勘定」の借方に計上して

いた。この場合，原告の利益（業務の対価）は，混載業者から支払われる代金と，

上記の各支店に対して支払う代金との差額である。



なお，原告とＤの大阪支店との間における航空運賃の精算については，原告とＤ

の大阪支店との間に，原告と同様に中国の航空会社に対して航空貨物に係る役務の

提供を行うＩが介在しており，原告は，混載業者であるＪから支払を受けた代金か

ら利益相当分を控除してＩに代金を支払い，同代金を「キックバック支払額勘定」

に計上している（甲９，２１～２４，弁論の全趣旨）。

(ｳ) Ｂとの間でされていた決済等の方法（原告が「ｃ方式」と主張しているも

のに対応する方法）

原告が，混載業者から代金を受領し，Ｂの名古屋支店，東京支店及び新潟支店に

対し，代金を支払った後，上記各支店から，割戻料を受領することによって運賃の

精算が終了するものであり，原告の業務の一部をＨ社に委託した場合には，Ｈ社に

対して委託報酬を支払うことになるものである。原告は，混載業者から支払われる

代金を「航空貨物取扱収入勘定」の貸方に，上記各支店に対して支払う代金を「キ

ックバック支払額勘定」の借方に，上記各支店から支払われる代金を「支払貨物取

扱割戻料勘定」の貸方に，Ｈ社に支払う委託報酬を「キックバック支払額勘定」の

借方に，それぞれ計上していた。この場合の原告の利益（業務の対価）は，混載業

者から受領する代金と，上記各支店に対して支払う代金の差額に，上記各支店から

支払われる代金を加算した額となる（なお，Ｈ社に支払う委託報酬は，原告が事業

として同社から役務の提供を受けることに対する対価の支払に当たり，後述すると

おり，課税仕入れに該当するものと解される。）。

(ｴ) Ｆの東京支店との間でされていた決済等の方法（原告が「ｄ方式」と主張

しているものに対応する方法）

Ｆの東京支店と混載業者との間で取り決めた市場運賃により運賃決済を行った後，

原告が，Ｆの東京支店から販売手数料を受領することによって運賃の精算が終了す

るものであり，原告は，Ｆの東京支店から支払われる手数料を平成１５年課税期間

につき「支払貨物取扱割戻料勘定」の貸方に，平成１７，１８年課税期間につき

「航空貨物取扱収入勘定」の貸方に，それぞれ計上していた。この場合，原告の利



益（業務の対価）は，Ｆの東京支店から支払われる手数料である。

サ 原告は，東京，大阪，新潟などの名古屋周辺地域以外の混載業者から依頼

を受けた航空貨物や，名古屋周辺地域で混載業者から依頼を受けた貨物を同地域以

外の空港から発送する場合などに，その航空貨物の陸上輸送を運送業者に依頼して，

その運送代金を負担しており，このような運送代金を「支払運賃」として，損益計

算書上，売上原価に当たるとの会計処理を行っていた（甲９，４９～５２，６０～

６７，乙１４～１６，乙Ａ４，乙Ｂ４の１，原告代表者）。

シ 本件キックバック通達は，社団法人日本旅行業協会が平成４年１１月３０

日付けで国税庁に対してした照会に対する回答という形式で発出された通達であっ

て，旅行業者と航空運送事業者との間において，正規の手数料（当時の券面額の９

％相当額）のほかに，①販売奨励金，②スケールメリット，③季節割引，④広告宣

伝補助金等種々の名称の下に授受される「キックバック」と称される金銭について，

旅行業者と航空運送事業者のいずれにも免税取引に係る対価の返還に該当するもの

として扱ってよいとするものであり，国際航空旅客輸送に係るキックバックのみな

らず，国際航空貨物輸送に係るキックバックについても同様の取扱を受けるものと

されている（甲１２，１３）。

(2)ア 原告の業務内容について

(ｱ) 以上の認定事実によれば，原告は，自ら運送業を行う法定の許認可等を受

けているものではなく，そのための設備・機器を有するものでもない上，本件各航

空会社国内支店との間における契約等の取決めに従って，混載業者から依頼を受け，

本件各航空会社国内支店に対して，混載業者が集貨した航空貨物を積載するための

航空機の積載スペースを手配し，基本的に混載業者から支払を受ける金額と航空会

社の国内支店に支払われる金額の差額（ｂ，ｃ方式。ａ方式では航空会社国内支店

から支払を受ける金額と混載業者に支払われる金額との差額）及び航空会社国内支

店から支払を受ける金額（ｃ，ｄ方式）をもって，その営業上の利益（原告の行う

業務の対価）としていることが認められる。そうすると，その業務の実態は，航空



貨物の運送を行うとか，本件各航空会社国内支店から航空機の積載スペースを購入

し，これを混載業者に転売するなどというものではなく，原告は本件各航空会社国

内支店から委託を受けた仲介業者あるいは代理人として，混載業者と本件各航空会

社国内支店との間で締結される運送契約の仲介ないし取次ぎを行って本件各航空会

社国内支店からの手数料収入を得ているものと見るのが相当である。

(ｲ) 原告は，混載業者と本件各航空会社国内支店の中間業者として，航空貨物

の運送に関わっていることから，自ら本件各航空会社国内支店との間で運送契約を

締結し，航空貨物の運送を行っているものであると主張する。しかしながら，物品

に係る運送契約は，荷送人が運送人に物品の運送を委託し，運送人において荷送人

に対し，物品の運送という役務を提供することを内容とする契約であると解される

ところ，原告は，そもそも自ら物品の運送を行うために必要な設備・機器を有して

いない上，荷主の保護，事業者間の過当競争の防止，零細な事業者の集約化等を目

的として，約款の認可，新規参入や事業計画の規制などの行政的規制が行われてい

る運送事業に関し，実運送事業者，利用運送事業者としての関係法令上の登録等を

経ていないのであるから，自ら荷送人に対し，物品の運送という役務を提供するこ

とはできないのであって，原告が混載業者や本件各航空会社国内支店との間で締結

する契約を，航空貨物に係る運送契約であると解することはできない。

また，原告は，本件各航空会社国内支店ごとに，その代金の精算方法等をａ～ｄ

方式に区分し，別紙２のとおり，①ａ方式については，Ｄの大阪支店から支払われ

る代金及び混載業者に支払う代金をいずれも「運賃返戻」とし，②ｂ方式について

は，混載業者から支払を受ける代金を「市場運賃」，Ｇの東京支店等又はＩ等の同

業者に支払う代金を「合意運賃」とし，③ｃ方式については，混載業者から支払わ

れる代金を「市場運賃」，Ｂの名古屋支店等に支払う代金を「合意運賃」，Ｂの名

古屋支店等から支払われる代金を「運賃返戻」とし，④ｄ方式については，混載業

者がＦの東京支店に支払う代金を「市場運賃」，同支店から原告に支払われる代金

を「手数料」として，いずれも，運送契約の対価であるかのように主張するととも



に，本件キックバック通達を引用して，本件各航空会社国内支店から返戻を受ける

運賃が輸出免税取引の対価に該当すると主張する。

しかしながら，上記認定事実によれば，原告は，混載業者と本件各航空会社国内

支店との間に立って，運送契約の取次ぎを行う業者であって，本件各航空会社国内

支店から本件各航空会社国内支店発行に係る航空運送状を預かり，これを混載業者

に交付することはあっても，自ら運送契約の当事者として航空運送状を発行するこ

とはないのであるから，運送契約の当事者は，あくまで混載業者と本件各航空会社

国内支店であると認められる。本件キックバック通達も，運送契約当事者間におけ

る運賃の返戻についての取扱いを定めたものであって，原告が本件各航空会社国内

支店から返戻を受ける金銭が，本件キックバック通達におけるキックバックである

と認めることはできない。したがって，原告は，自ら運送契約の当事者として航空

貨物の運送に係る役務の提供を行うものではないのであるから，原告が混載業者や

本件各航空会社国内支店との間で授受する金銭は，その額が混載業者と本件各航空

会社国内支店との間の運送契約における運賃に依拠して定められているものである

としても，航空貨物の委託手数料というべきものであって，これをもって運送契約

上の運賃であるとかその返戻であるなどとは認められない。

(ｳ) 以上によれば，原告は，航空貨物に係る運送契約の取次業者であると認め

るのが相当である。

イ 原告の取引が輸出免税取引に該当するか否かについて

以上に認定した原告の業務内容を前提に，原告が行う取引が，消費税法上の輸出

免税取引に該当するか否かを検討する。

(ｱ) 消費税法７条所定の輸出免税取引該当性についての主張立証責任の所在に

ついて

消費税法７条１項は，事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち，同項

各号に掲げるものに該当するものについては消費税を免除することとして，同項各

号に輸出免税取引となる取引類型を列挙しているところ，同法は，課税資産の譲渡



等の対価の額を消費税の課税標準と定めており（同法２８条１項本文），課税資産

の譲渡等があれば，その対価については原則として消費税が課税され，それが免除

されることが例外であること，同法７条１項各号所定の輸出免税取引に該当すれば，

当該取引に係る課税資産の譲渡等の対価については消費税が免除され，納税者がそ

の利益を享受するものであることからすれば，輸出免税取引該当性が問題となって

いる更正処分の取消訴訟において，納税者が行った取引が輸出免税取引に該当する

ことについては，納税者である原告が主張・立証責任を負担するものと解するのが

相当である。

(ｲ) 原告の取引の輸出免税取引該当性について

原告は，ａ～ｄ方式のいずれの決済方式においても，混載業者，本件各航空会社

国内支店及びＩなどの他の貨物販売代理店との間の取引（収入及び支出の双方を含

む。）が，いずれも消費税法７条１項３号所定の国際輸送取引，又は，同項５号，

同法施行令１７条２項４号所定の輸出類似取引に該当すると主張するので，以下検

討する。

ａ 国際輸送取引該当性について

消費税法７条１項３号は，事業者が国内において行う課税資産の譲渡等が「国内

及び国内以外の地域にわたって行われる貨物の輸送」（国際輸送取引）に該当する

場合には，当該課税資産の譲渡等に係る消費税を免除する旨定めていることからも

明らかなとおり，事業者が同号所定の「貨物の輸送」という課税資産の譲渡等（こ

の場合は役務の提供）を行う場合に適用される規定であって，事業者の行う課税資

産の譲渡等が同号所定の「貨物の輸送」に当たらない場合には適用されないもので

ある。

これを本件について見ると，上記認定事実によれば，原告は，本件各航空会社国

内支店から委託を受けて，混載業者と本件各航空会社国内支店との間で締結される

運送契約の仲介ないし取次ぎを行う業者であって，自ら貨物の輸送を行うものでは

なく，原告が混載業者に対して提供している役務の内容も，混載業者が集貨した混



載貨物の積載スペースの手配にすぎないと認められるから，このような取引をもっ

て同号所定の「貨物の輸送」（国際輸送取引）に該当すると認めることはできない。

ｂ 輸出類似取引該当性について

輸出類似取引にかかる消費税法７条１項５号，同法施行令１７条２項４号は，事

業者が「外国貨物の荷役，運送，保管，検数，鑑定その他これらに類する外国貨物

に係る役務の提供」を行った場合に，かかる役務の提供をもって輸出免税取引とし

ているところ，これは，外国貨物の荷役，運送，保管，検数，鑑定などが貨物の輸

出入取引に直接関連する業務であり，輸出入取引に必然的に発生するものであるこ

とから，これら外国貨物に係る役務の提供をもって輸出免税取引としたものである

と解するのが相当である。そして，消費税法上の外国貨物とは，関税法２条１項３

号に規定する外国貨物をいい（消費税法２条１項１０号），関税法上，外国貨物と

は，輸出の許可を受けた貨物及び外国から本邦に到着した貨物で輸入が許可される

前のものをいうとされ（同法２条１項３号），外国貨物は原則として保税地域以外

の場所に置くことはできず（同法３０条１項本文），外国貨物の運送も税関長の承

認を要する行為であること（同法６３条１項）にかんがみると，消費税法施行令１

７条２項４号にいう「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」とは，外

国貨物に係る検量，梱包等の業務，通関手続，青果物や木材に係るくんじょう等の

ように保税地域内で行われる外国貨物に係る直接の役務の提供をいうものと解する

のが相当である（乙２５）。

これを本件について見ると，原告は，上記判示のとおり，そもそも保税地域内で

の業務を行うものではなく，本件各航空会社国内支店から委託を受けた航空貨物の

取次業者であって，外国貨物の運送はもとより，外国貨物に直接関わる役務の提供

を行っているものではないから，原告の行っている航空貨物の取次ぎに係る取引を

もって，消費税法７条１項５号，同法施行令１７条２項４号所定の「外国貨物に係

る役務の提供」（輸出類似取引）に該当すると認めることはできない。

ｃ Ｉが介在する取引（「ｂ方式の亜種」）について



原告は，「ｂ方式の亜種」の取引形態における貨物販売代理店（Ｉ）からの仕入

れについて，貨物販売代理店は航空会社ではないので，原告の取引が，混載業者か

ら航空会社のために運賃を預かりこれを航空会社に引き渡すものであるとか，航空

会社のための予約業務，販売促進業務，運賃回収業務の委託を受けているものであ

るなどとはいえない旨主張する。

しかし，「ｂ方式の亜種」の取引形態においては，原告とＤの大阪支店との間に，

原告と同様に中国の航空会社に対して航空貨物に係る役務の提供を行うＩが介在し

ているものの，原告の行っている取引の性質が航空貨物に係る運送契約の取次ぎで

あって自ら貨物の輸送を行っているとはいえないことに変わりはないから，Ｉが介

在する取引についても，それが国際輸送取引又は輸出類似取引に該当するとは認め

られない。

ｄ 原告がＨ社に対して支払う委託報酬について

原告は，Ｈ社との取引が国際輸送取引及び輸出類似取引に該当するから，Ｈ社に

対して支払う委託報酬は輸出免税取引の対価である旨主張する。

しかしながら，上記認定事実によれば，Ｈ社は，大阪に拠点を有する会社であり，

大阪の混載業者を中心に航空貨物の取次ぎを行っているものであって，原告との関

係では，航空貨物の取次ぎに関する下請業者に類するものと認めるのが相当である。

したがって，Ｈ社の業務内容も，原告と同様のものであると認められるから，これ

まで判示したところによれば，原告とＨ社との間の取引が国際輸送取引であるとか

輸出類似取引であるなどとは認められないというべきである。

なお，Ｈ社に対して支払う委託報酬は，消費税法２条１項１２号に規定する課税

仕入れに該当するから，同法３０条により仕入税額控除の対象とすべきである。

ｅ 保税運賃の負担について

原告は，混載業者の所在地から航空貨物の発送地までの運送費用を負担している

ことをもって「保税運賃」を負担しているとして，これに対応する収入が消費税法

７条１項５号，同法施行令１７条２項４号所定の輸出類似取引の対価に該当するな



どと主張する。

しかしながら，前記ｂにおいて説示したとおり，消費税法７条１項５号，同法施

行令１７条２項４号は，事業者が，自ら同号所定の輸出類似取引を行った場合に，

その役務の提供をもって輸出免税取引とするものであるところ，上記認定事実によ

れば，原告は，自ら物品の運送を行うものではなく，下請の運送会社に対し，混載

業者から積載スペースの手配を依頼された航空貨物を，自ら手配した本件各航空会

社国内支店の航空機の出発地まで輸送するよう依頼し，その費用を負担していたと

いうものであって，混載業者に対する保税運送という役務の提供をしていたもので

あるとは認めることができない。

そうすると，運送業者が行った運送行為が保税運送に当たるとしても，原告自身

が保税運送という役務の提供をしたと評価することはできないから，原告から運送

業者に支払った金員は，①航空会社が負担すべき運賃を，原告が航空会社へ支払う

べき預り金から支払ったもの，あるいは，②保税運送を必要とする混載業者から受

領した預り金から支払ったものと解すべきである。原告が保税運送をした運送業者

にその代金を支払っているという事実関係から，原告に保税運賃に対応する収入が

存しそれが輸出類似取引の対価に当たるとは直ちに認めることができない。

(ｳ) なお，原告は，「ｃ方式」の取引における原告の売上げを販売手数料（運

賃返戻）と委託販売手数料の二つに区分することは不自然かつ不合理であり，委託

販売手数料がマイナスの値となる場合には委託販売手数料の概念に反することとな

る旨主張する。

しかし，既に述べたとおり，原告の行っている取引の性質は航空貨物に係る運送

契約の取次ぎであって自ら貨物の輸送を行っているとはいえないものであり，原告

は運送契約の取次ぎの対価として，受領金額と支出金額の差額に相当する手数料を

得ているにすぎないものである。被告が，課税標準額の算定に当たって，「ｃ方

式」の取引における原告の売上げを販売手数料（運賃返戻）と委託販売手数料の二

つに区分したとしても，それらは運送契約の取次ぎの対価としての手数料であるこ



とに変わりはないし，また，「ｃ方式」の販売手数料（運賃返戻）と委託販売手数

料の二つに区分した結果，委託販売手数料がマイナスとなる場合があるとしても，

そのことから，原告はその取引において受領金額と支出金額の差額に相当する手数

料を得ていると評価することが直ちに不合理であるとはいえない（「ｃ方式」にお

いては，販売手数料と委託販売手数料を合算したものが航空会社から受け取る手数

料となる。）。

また，原告は，本件各航空会社国内支店と混載業者との２者の直接取引について

は，消費税法７条１項３号又は同法施行令１７条２項４号が適用され輸出免税取引

とされているにもかかわらず，これら２者の間に原告（貨物販売代理店）が入った

３者取引となったとき，途端に輸出免税取引に該当しなくなるという不合理な結果

となるなどと主張する。

しかし，混載業者が支払う運賃が混載業者にとって輸出免税取引の対価であり，

本件各航空会社国内支店が受け取る運賃が本件各航空会社国内支店にとって輸出免

税取引の対価であるとしても，原告はその取次ぎをしてその対価を得ているものに

すぎないから，輸出免税取引に介入した原告の取引が輸出免税取引に該当しないと

見ることに何ら不合理な点はない（原告の介入によって本件各航空会社国内支店と

混載業者との取引が輸出免税取引に該当しないこととなるものでもない。）。既に

述べたとおり，原告が行う業務は国際輸送取引にも輸出類似取引にも該当しないの

であるから，混載業者から受け取った金員は原告にとっては国際輸送取引又は輸出

類似取引の対価と評価することはできず，原告が混載業者から一時的に預かった上，

原告の手数料・利益を控除した金員を，本件各航空会社国内支店に対して支払って

いるにすぎないと評価すべきであって，こうした捉え方は，混載業者が支払う運賃

が混載業者にとって輸出免税取引の対価であり，本件各航空会社国内支店が受け取

る運賃が本件各航空会社国内支店にとって輸出免税取引の対価であることと矛盾す

るものではない。

(ｴ) 小括



以上によれば，原告が本件に関して行っている取引は，いずれも消費税法所定の

輸出免税取引に該当するものとは認められない。

(3) 本件各更正処分の適法性

以上のとおりであって，本件各課税期間における原告の消費税等は別表４のとお

りであると認められ，本件各更正処分の消費税等の額はいずれもその範囲内の額

（平成１７，１８年課税期間については同額）であるから，本件各更正処分はいず

れも適法であると認められる。

また，本件各更正処分を前提としてされた本件各賦課決定は，いずれも国税通則

法６５条１項，２項，地方税法附則９条の９第１項，３項に基づいて適法にされた

ものと認められる。

２ 争点(2)について

(1) 前記前提事実に後掲各証拠及び弁論の全趣旨を総合すると，次の事実が認め

られる。

ア 原告は，平成５年７月ころ以降，Ｋ税理士を顧問税理士として経理全般等

の業務を任せていたところ，Ｋ税理士は，原告代表者の意向を受けて，毎期平均的

に利益を出して納税することや，毎期４０００万円以上の所得を確保して社会的信

用を維持するという目的の下，毎期，売掛金等の期末処理で所得額を調整するよう

にしていた（甲４４，乙１０～１２）。

イ 原告代表者は，平成１５年５月７日ころ，Ｋ税理士から，原告の平成１５

年３月期の所得が５０００万円程度になるとの説明を受けたが，そのころ，長年取

引をしていたＢが，ライバル会社であるＣに吸収合併され，原告の営業の先行きが

不安になっていたことから，Ｋ税理士に対し，平成１５年３月期の法人税の確定申

告に当たり，税額を少なくするための操作を行うよう依頼した。

そこで，Ｋ税理士は，本来平成１５年４月分として計上すべきＣに対するキック

バック支払額２２３４万２５６４円（平成１５年４月１日から同月１５日までの分

の１０６８万０２１０円と同月１６日から同月３０日までの分の１１６６万２３５



４円）を平成１５年３月期に繰上計上することとし，総勘定元帳のキックバック支

払額勘定の平成１５年３月期分に，翌事業年度である平成１５年４月１日から平成

１６年３月３１日までの事業年度（以下「平成１６年３月期」という。）の損金と

すべき上記２２３４万２５６４円を加算して６８９７万４４３５円と記載し，費用

として計上し，また，本来平成１５年３月期の売上げとして計上すべきＢの東京支

店に対する平成１５年２月分の貨物販売手数料１０７万５０６０円と同年３月分の

貨物販売手数料８５万８８４０円を，総勘定元帳の支払貨物取扱割戻料の平成１５

年３月期分に計上せず，これらの操作を基礎として平成１５年３月期の法人税確定

申告書を作成・提出した。なお，Ｋ税理士は，上記貨物販売手数料に係る金額につ

いて，原告の平成１６年３月期の売上げに計上した（甲４４，乙５～７，１０～１

２）。

ウ 本件事務運営指針には，次のような記載がある（乙２６）。

「第１ 賦課基準

（隠ぺい又は仮装に該当する場合）

１ 国税通則法第６８条第１項又は第２項に規定する『国税の課税標準等又は税

額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し』とは，

例えば，次に掲げるような事実（以下『不正事実』という。）がある場合をいう。

(1) いわゆる二重帳簿を作成していること。

(2) 次に掲げる事実（以下『帳簿書類の隠匿，虚偽記載等』という。）があるこ

と。

① 帳簿，原始記録，証ひょう書類，貸借対照表，損益計算書，勘定科目内訳明

細書，棚卸表その他決算に関係のある書類（以下『帳簿書類』という。）を，破棄

又は隠匿していること

② 帳簿書類の改ざん（偽造及び変造を含む。以下同じ。），帳簿書類への虚偽

記載，相手方との通謀による虚偽の証ひょう書類の作成，帳簿書類の意図的な集計

違算その他の方法により仮装の経理を行っていること



③ 帳簿書類の作成又は帳簿書類への記録をせず，売上げその他の収入（営業外

の収入を含む。）の脱ろう又は棚卸資産の除外をしていること

（中略）

（帳簿書類の隠匿，虚偽記載等に該当しない場合）

３ 次に掲げる場合で，当該行為が相手方との通謀又は証ひょう書類等の破棄，

隠匿若しくは改ざんによるもの等でないときは，帳簿書類の隠匿，虚偽記載等に該

当しない。

(1) 売上げ等の収入の計上を繰り延べている場合において，その売上げ等の収入

が翌事業年度（その事業年度が連結事業年度に該当する場合には，翌連結事業年度。

(2)において同じ。）の収益に計上されていることが確認されたとき。

(2) 経費（原価に算入される費用を含む。）の繰上計上をしている場合において，

その経費がその翌事業年度に支出されたことが確認されたとき。（以下略）」

エ 本件執務資料には，次のような記載がある（乙２７）。

「問１３ 事務運営指針第１の３の取扱いに関し，証ひょう書類の改ざん等がな

い場合であっても，利益調整のために積極的な意思をもって収入の繰延べ，経費の

繰上げ又は棚卸資産の評価換えによる過少評価をしていることが確認された場合に

は，不正事実があるものとして取り扱うということでよいか。また，欠損工事（売

上）の繰上げも同様に取り扱うのか。

（答） 収入の繰延べ等については，事務運営指針第１の３にあるように，原則

として帳簿書類の隠匿，虚偽記載等はないものとして取り扱うことになるが，例え

ば，当期の売上げであることを知りつつ，翌期の売上げとしたことが内部の稟議書

等により確認できるなど，意図的に収入の計上を繰り延べていること等が内部資料

その他のものによって明らかであるということであれば，不正事実があるというこ

とになる。なお，欠損工事（売上）の繰上げについても同様である。」

(2) 国税通則法６８条１項は，６５条１項（過少申告加算税）の規定に該当する

場合において，納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき



事実の全部又は一部を隠ぺいし，又は仮装し，その隠ぺいし，又は仮装したところ

に基づき納税申告書を提出していたときは，当該納税者に対し，過少申告加算税の

額の計算の基礎となるべき税額に係る過少申告加算税に代え，当該基礎となるべき

税額に１００分の３５の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する旨

規定している。この重加算税の制度は，納税者が過少申告をするについて隠ぺい，

仮装という不正手段を用いていた場合に，過少申告加算税よりも重い行政上の制裁

を加えることによって，悪質な納税義務違反の発生を防止し，もって申告納税制度

による適正な徴税の実現を確保しようとするものである。したがって，重加算税を

課するためには，納税者のした過少申告行為そのものが隠ぺい，仮装に当たるとい

うだけでは足りず，過少申告行為そのものとは別に，隠ぺい，仮装と評価すべき行

為が存在し，これに合わせた過少申告がされたことを要するというべきである。し

かし，上記の重加算税制度の趣旨にかんがみれば，架空名義の利用や資料の隠匿等

の積極的な行為が存在したことまで必要であると解するのは相当でなく，納税者が，

当初から所得を過少に申告することを意図し，その意図を外部からもうかがい得る

特段の行動をした上，その意図に基づく過少申告をしたような場合には，重加算税

の賦課要件が満たされるものと解すべきである（最高裁平成６年(行ツ)第２１５号

同７年４月２８日第二小法廷判決・民集４９巻４号１１９３頁参照）。そして，上

記行為を納税者ではなく，納税者から申告の委任を受けた税理士が行った場合であ

っても，納税者本人と当該税理士との間に事実を隠ぺいし，又は仮装することにつ

いて意思の連絡があったと認められる場合には，国税通則法６８条１項の要件を充

足するものというべきである（最高裁平成１４年(行ヒ)第１０３号同１７年１月１

７日第二小法廷判決・民集５９巻１号２８頁参照）。

これを本件について見ると，上記認定事実によれば，原告代表者は，原告の社会

的な信用を維持することなどを目的として，顧問税理士であるＫ税理士に毎期一定

の利益を上げるべく会計処理を操作するよう依頼しており，Ｋ税理士において，主

として期末処理において損益の操作をしていたところ，原告が長年取引をしてきた



Ｂが平成１４年にライバル会社であるＣに吸収合併されたことから，営業上の先行

きに不安を抱き，租税負担を軽減すべく，Ｋ税理士に平成１５年３月期の所得額を

減少させるような経理処理をするよう依頼し，Ｋ税理士において，損金の繰上計上

や益金の繰延計上をして総勘定元帳を作成し，これに基づいて法人税確定申告書を

作成・提出したことが認められる。

以上の事実によれば，原告は，平成１５年３月期の所得について，Ｋ税理士と意

思を通じて，意図的に過少申告をしたものというべきであるから，国税通則法６８

条１項に該当するものと認められる。

(3) これに対し，原告は，売上げを翌期に繰り越したり，経費の算入を繰り上げ

るなどといった，いわゆる期間損益の変動による所得の減少に係る申告については，

過少申告加算税賦課決定の要件を充足するとしても，重加算税賦課決定の要件は充

足しないとし，このような運用は，本件事務運営指針によっても許容されているな

どと主張する。

しかしながら，本件事務運営指針や本件執務資料は，期間損益を無条件に重加算

税賦課決定の対象としないとするものではなく，意図的にされた期間損益の調整は

不正のものと扱うものとしているのであって，これらが国税通則法６８条１項等の

重加算税賦課決定の要件に関する解釈通達とこれに基づく執務資料であることに照

らすと，課税実務上も，本件事務運営指針と本件執務資料に沿った重加算税賦課決

定の運用がされているものと認めるのが相当である。

上記認定事実によれば，原告は，本件各航空会社国内支店の再編によって，経営

上の不安を抱いたことから，意図的に売上げの計上を繰り延べ，経費の計上を繰り

上げたことが認められ，これが，税務調査時における原告代表者やＫ税理士の供述

等によって明らかとなっていたというのであり，これらの資料によって，平成１５

年３月期における経理処理が税負担軽減の目的をもって意図的にされたことが認め

られる。

したがって，処分行政庁が，原告による上記のような経理操作を重加算税賦課決



定の対象としたことが，本件事務運営指針に反する運用であるなどとはいえず，原

告の主張は採用することができない。

(4) 以上によれば，本件重加算税賦課決定は適法である。

３ 争点(3)について

原告は，本件各更正処分や本件重加算税賦課決定の通知書に，処分の理由が附記

されていないことをもって，これらの処分が違法である旨主張する。

しかしながら，これらの処分の根拠法令である消費税法や国税通則法には，これ

らの処分について理由を附記すべき旨の規定はなく，また，不利益処分一般につい

て行政庁に理由附記を義務付けている行政手続法１４条１項の規定は，課税処分に

ついては適用除外とされているのであるから（国税通則法７４条の２第１項参照），

上記各処分の通知書に理由を附記しないことが違法となるものではない。なお，原

告の引用する前掲最高裁判決は，理由を附記しなければならない旨の規定のある青

色申告書に係る更正処分についてのものであり（所得税法１５５条２項参照），本

件に適切でない。

したがって，原告の主張は採用することができない。

４ 結論

以上によれば，原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとして，主文

のとおり判決する。
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